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はじめに

　「多文化主義（multiculturalism）」をめぐる論争を取りあげる理由は、

例えば移民、難民、外国人労働者という近年の多文化現象が焦眉の問題

となっているからである。最近の事情よりも以前の 1960 年代から多文

化社会＝エスニシティの再生が叫ばれ始めたことがある。もちろん、多

文化社会状況は歴史をさかのぼることも可能であろう［矢田、1979］。もっ
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とも、多文化共生社会の本格的な研究はまだ四半世紀しか経ていない

［Kymilicka, 1989; Young, 1990］、と言われる。そこで交わされる議論は

実際の政治的な争点と重なる。それには、エスニック集団の代表性と権

利、移民の保障と地位、マイノリティ（minority）の承認などが含まれ

る。現実の多文化共生（？）社会は、差異（diversity）の現象と集団の

相違（difference）が、たとえ政策や公式イデオロギーとして承認され

た多文化主義理論には及ばないとしても、現代国家が直面する多文化主

義をめぐる問題（problmes of multiculturalism）であると述べても差し

支えない。ある国家内においてマイノリティがマジョリティとは異なる

アイデンティティと実践をそれぞれ共有する人々の集団が対立する事情

がある［Parekh, 2006: 336］。私たちは、どのように「（市民的一元性と

いう）統合の中の（文化的な）多様性」が可能かを論じる必要がある。

　近年、移民に対するホスト国の受け入れの考え方が変化している。そ

の受け入れそのものが問題視され、そのコストは当該国民の不満を募ら

せている。第二次世界大戦後、移民は当初、労働力として歓迎されたが、

現在ではホスト国に移民の受け入れが容認されなくなってきた。現在の

世代にとって、移民、難民、外国人労働者の先進国への流入によって人

種差別主義（racism）は「自由」民主主義社会では大きな社会問題となっ

ている［M・ギッダ「ドイツを分断する難民の大波」『ニューズウィー

ク日本版』2016.2.23］。差別は新参者の移民文化をホスト国の国民文化

とは異質な性格という違和感だけでなく、脅威と見なされる［A・モラ

ビ「移民との共生に問われる覚悟」『ニューズウィーク日本版』

2015.3.10］。この現象はイギリスとフランスのような先進国家において、

もっとも、先住民が存在するにもかかわらず、ヨーロッパ人が「発見し

た」カナダやオーストラリアのような「移民国家」や「多エスニック国

家」である社会でも同じ多文化問題を抱える。

　1989 年ベルリンの壁の崩壊とともに東ヨーロッパ諸国のソ連型共産
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主義の倒壊と旧ソ連の内部崩壊と同時に、文化的差異の問題が頻繁に発

生し、時折、暴力事件となる。エスニシティやマイノリティの問題は旧

東側諸国でも多発する。例えばバルト三国のような地域では、旧ソ連の

占領やその後の強制移住は民族問題を残す原因となったのである

［Kymlicka and Opalski,2001］。

　多文化主義は多文化社会をいかに調和・統合・共生して機能すべきと

いう意味では、統一した理論を用意していない［cf.Kelly,2002a］。それ

ゆえ、現代政治学において、論争的テーマの１つになっている

［Crouder,2013］。多文化主義者の間では、どのくらい自分たちが積極的

に文化的多様性とその共存・共生、言い換えれば、「文化と平等」をい

かに納得できる状態にまでに認めるべきか、市民として結束を発揮でき

るかでは一致点がない。このことは多文化共生社会にともなう課題でも

ある。

　多文化主義には多様性と平等の間の適切さはあるのだろうか。まず、

古典的自由主義から多文化主義への批判がある。「文化と平等」という

観点から、B・バリィは自由主義と多文化主義の論争のきっかけを作っ

た［Barry,2001; Kelly,2002a］。それぞれの立場を本論で紹介することで

多文化共生社会の議論を深めたい。

１．「多文化主義の状況」

　ネイション、エスニシティ、宗教、言語、人種などの文化的要因が，

近年では、例えば移民などから、１国内に多文化が混在する意味におい

て、社会を「多文化主義の状況（circumstance of multiculturalism）」

と呼ばなければならない［Kelly,2002a］。現在、各国政府はその内在す

るエスニック集団の性格から生じる相違をめぐる諸問題の対応に追われ

ている。この現象に多文化主義理論は問題点を次のように指摘する。集

団政治や多文化主義政治の分野では、これらの問題に積極的に取り組も
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うとする研究・理論は、「多文化主義の状況」に規定される社会内のマ

イノリティが直面する差別や不利益の状態に呼応する。これらは人種差

別や暴力事件を引き起こすことがある。それらはすべての人間に関わる

不正義を噴出させる諸問題である。「多文化主義の状況」を理論的にど

う捉えるべきかで一致していないのが現状である。その理由は、多文化

主義者とその批判者が相互の無理解も手伝って論争されるためである。

　移民に反対する政治的保守主義者が論じる「ナショナリスト」の主張

がある。例えば、1960 年代後半のイギリスにおける E・パウエルから

1990 年代のオーストラリアにおける P・ハンソン、2016 年アメリカ大

統領選共和党候補者の D・トランプ、2016 年 5 月オーストリアでの大

統領第１回投票で第１位になった自由党候補者までの反移民運動は右翼

急進主義を結集させる運動である（結局、少差で敗北）。有色移民がも

たらす「退廃」的様相から「白人系」国民文化を擁護しようとする。元々

のネイションと新参のエスニック・マイノリティとが協力することで、

楽観的に人種差別や文化的差別を解消できると考えられた。あらゆる人

間の平等を主張し、人種や信条にもとづく差別を拒否するために、同化

政策での集団的差異の承認を否定した。しかし結果的に、自己の信条と

実践を集団に認めなかったことは、マイノリティには不平等な措置とな

るのである。左翼陣営は文化的な普遍性を力説することで、かえって自

らの理論によって自縄自縛状態に陥った。

　伝統的な実践や階統制に適応するか否か決断するときには、自らの言

語、アイデンティティ、権威、文化を固守したい。その点では、保守主

義者と極右陣営は「国民＝一文化」が可能だと考える。では、集団差別

や人種偏見を回避できる措置が多文化的政策を採用する際にあるのか。

そうでないなら、マイノリティは階統制、伝統、機会の拒否を主張する

保守主義への犠牲者になるのだろうか［Okin,1999］。この結果次第では、

「多文化主義」概念が理解されないことが証明される（例：デンマーク
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の「ミートボール論争」）。そのため 2 つの条件が必要である。そのひと

つは「内容の条件」であり、もうひとつは「名誉の象徴（badge of 

honour）の条件」である。当然、その 2 条件は文化と平等に関わる。

　ところで、多文化主義は何を意味するのであろうか。もし私たちが現

在の社会にある「多文化主義の状況」を否定するなら別だが、公的領域

において複数の文化をもつ社会が存在する事実を容認するだけでは済ま

されそうにない。これらの文化ごとの主張は当然の結果として対立し、

ひとつの文化の保持者は他文化のそれに従属するかもしれない。多文化

状況は、その点に関して、それが既定事実だと認められるのであろうか。

結局、集団間の相違を解決する対応は強制的な同一化（uniformity）だ

けになる。これは国家建設過程で採用された中央集権的な政策である。

単一の国語（national language）がローカルな言語と方言を犠牲にして

実行されてきた［古田、2008］。それに反して、多文化主義は、「多文化

主義の状況」をある環境に順応させる政治理論やイデオロギーに挑戦す

ることである。

　ある人々は、「多文化主義の状況」が文化的差別や人種差別という集

団間の相違と対立を処理できる正義や権利の平等主義や自由主義の原則

を求める、と解釈する。他の人々は、「多文化主義の状況」がもたらす

差異を問題にすることは不適切だ、と考える。こういった新状況に対処

するには、カテゴリーと価値を転換させる必要があり、「多文化主義の

状況」という現実に応じた理論やイデオロギーを構築しなければならな

い。その意味では、多文化主義は新しいイデオロギーまたは政治理論で

ある。多文化主義と反多文化主義の両陣営内でも、特定の公共政策が集

団の承認、統合、適応をどう位置づけるかの論争が続行する。W・キム

リッカは、マイノリティの擁護論が現代社会に浸透したと述べたことが

ある［Kymkicka,2001a:33］が、「マイノリティの権利」が時代を席巻し

たかどうかははなはだ疑問である。実際にバリィが多文化主義の「行き
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詰まり（dead end）」を指摘したが、その考察を必要とする。仮にそう

なら、どのようにバリィが指摘した点を克服できるか。その際、バリィ

の指摘する２要素（文化と平等）を考察しておかなければならない

　国家建設に際して周辺化されたエスニック・マイノリティ、国民の多

数を占めるネイション＝マジョリティ、移民・難民・外国人労働者のそ

れぞれのコミュニティからの要求は様々である。そこには文化と平等を

どのように承認するか否かの見解を確認する必要がある。文化と平等の

もつ意義は多文化主義理論内でもちがいがある。文化ごとの異質な要素

を特徴づけ、そして理論的な展望を検証するために文化と平等と、それ

ぞれの役割をどう議論すべきか。

２．文化をめぐる議論

　文化が多文化主義において中心的役割を果たすことははっきりしてい

る。しかし、その正確な役割は何であるか、私たちが「文化」によって

意味するのは何かについては検討の余地がある。また、多文化主義の見

解には、文化とその役割の重要性についての、そしてなぜそれを問題視

するのかについての同意があるわけではない。

　文化は、多文化主義には構成要素が重なり合うために、中核的概念で

もある。多文化主義者の議論において、文化が果たす２つの役割は区別

されなければならない。第１は、「自己」の性格やエスニックなテーマ

の点で、コミュニタリアンが使用する見解に類似する観点である。第２

はコミュニタリアン的でない役割である。それは、自由主義的価値の基

礎・文脈を導き出す政治的自治のような自由主義が採用する見解である。

コミュニタリアンの中にも文化の役割をこの観点で解釈する場合もある

［古田、2016］。

　最初に方法論的役割を考える。Ｊ・ロールズなどによる自由主義理論

や社会契約論への批判は、その「原子論」的、「非社会」的な性格に論
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点を集中させる［Sandel,1982、邦訳、2006 年］。ロールズは「無知のヴェー

ル」の背後にあるテーマの選択を提示する。それはロールズの述べる正

義の原則を正当化する方法として、アイデンティティの決定的な部分の

知識の主体を否定する［Rawls,1971、邦訳、2010］。この自己概念は個

人化（あるいは原子化）した人間像を前提とする。M・サンデル

［Sandel,1982 、邦訳 2009］、 Ch・テイラー［Talyor,1989、邦訳、2010］、

A・マッキンタイア［MacIntyre,1981、邦訳、1993］のようなコミュニ

タリアンは、個人が「無知のヴェール」に象徴される「原子論」を基

礎に立脚する「個人主義の概念」を批判する。彼らは、パーソナリティ

が他者との相互作用を繰り返し、その目的やルールを選ぶ能力を減退

させたりはせず、個人が家族、社会、歴史、文化によって形成され、

それらに依存することではじめて個人という存在に切り離させる、と

論証する。人間は社会関係という人為的な構築物に影響される、と同

時に寄与もできる。だから、反社会契約論者は、自然状態において個

人化（individuatization）の思想を否定してきた。それゆえに、コミュ

ニタリアンは個人とそのパーソナリティがコミュニティという社会構造

の所産である、と論じる。人間は「自然状態」では個人化されることは

なく、社会的文脈において人格を身につける。コミュニタリアンは個人

主義に対抗し、コミュニティが個人に優越する根拠を重視する。これを

「社会的命題（social thesis）」とする。方法論的な要点は、個人か集団

かのいずれが優先するかについての社会理論で繰り返されてきた論争に

なってしまう。コミュニタリアンは集団を超越したコミュニティ概念を

根拠とする。それは「現実に存在した」社会主義（‚really existing ‘ 

socialism）のもつ集団主義が引き起こした不幸な惨事を想起させるので、

（1989 年以降）集団主義という用語は不信感を募らせる一因となってい

る。

　第２のコミュニタリアン的でないものについて、キムリッカは多文化
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主義とコミュニタリアニズムとの結びつきが弱まってきた、と述べてい

る［Kymlicka,2001b:338］。もっとも、コミュニタリアニズムは社会理

論において多文化が存在する事例を引用すれば、その場合、文化のもつ

意義が理解できる。その観点について、I・M・ヤング［Young,1995; 

1996］と B・パレーク［Parekh,2006］の多文化主義理論の中の文化概

念を取り上げて考えることができる。

　ヤングは、社会集団がそのメンバーのアイデンティティに関わる文脈

を論じる。社会集団は、社会においてどう取り扱われるかによって、そ

れがもつ特徴は個人に影響する。人種やエスニシティに基づいた社会集

団には「本質」的なアイデンティティの相違があることに注目する。個

人のアイデンティティが社会構造の所産であり、その社会構造が複雑で

重複する文脈で生じる多元的社会を構成する。人間はひとつの同質的な

社会集団だけはなく、複数の集団に加入する存在である。いずれの集団

も、「自治」という形式的観点では、ある集団が他集団より上位にある

わけではない。個人が文化を所持することは社会集団をそれぞれに区別

するものの一部を投影する。どのような文化であれ、文化がアイデンティ

ティを形成することは重要である。ヤングは、個人を超える「社会的な

存在（the social）」の優越性がある、と述べる。ただ、ヤングははっき

り認識できる文化を所持する社会集団を論じるが、個人のアイデンティ

ティを構成する文脈において、その思考形成に起因する形態と内容につ

いては不明確なままである。

　パレークは文化概念をヤングのそれよりずっと限定的に使用する

［Parekh,2006］。ヤングの文化概念には「ゲイ」文化のようなものまで

も含むが、それに対してパラークはコミュニティに結びつく規範的権威

をもつ「生活様式」の条件に限定する。彼は限定的に選別した実践や生

活様式を文化から切り離している。ヤングもパレークも個別に位置づけ

る共通性（commonality）はコミュニタリアンの「社会命題」を表わす、
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つまり個人のアイデンティティは集団メンバーシップを通じて形成され

ること、文化集団がもっとも重要とすることでは二人は一致する。パレー

クの文化集団を積極的に肯定する捉え方は重要である。文化は個人のア

イデンティティを形成するつながり（association）を提供するからであ

る。しかし、そのつながりは他の集団には別の構造や制度の表現

（manifestation）を用意する。「文化」はアイデンティティ形成には欠か

せない。もちろん、個人はその文化を拒絶するかもしれないが、ただし

簡単には無視したり否定したりできない。だから、ある文化の伝達役で

ある個人を非難したり攻撃したり拒絶・否定するのはこのためである。

パレークは、イスラム世界を理解することに自由主義が失敗した事例を

取り上げ分析する。彼は、S・ラシュデの『悪魔の詩』を例にして、同

書の出版が「害」を及ぼした理由を解されない、と述べる。その理由は、

同書がイスラム教徒を無視し、個人を原子論化した思考でしか事象を解

さない姿勢（= 自由主義的思考）にあったからである。同様な説明はウォ

ルツァーも行っている［Walzer, 1994、邦訳、1996: 85］

　まず、文化の観点に関してである。ヤングとパレークは、「なぜ文化

が問題なのか」を２つの観点から述べる。文化はアイデンティティを形

作る文脈の一部をなし、当然、個人を文化と切り離すことができない。「仮

にあなたが私の文化を攻撃するなら、私は現在の自分を否定することが

できず、結局、あなたは私（と私の属する文化）を非難する」。文化が

アイデンティティを形成する連結の役割を果たし、その点からも文化を

多文化主義に応用することで、コミュニタリアンの「社会命題」を満足

させていることになる。その点からも、二人は個人のアイデンティティ

に優先する集団メンバーシップを重視する。その結果、ロールズと彼の

支持者の述べる任意に基づく個人主義（voluntarist individualism）を

認めない。キムリッカも文化の役割と重要性において「社会命題」を肯

定する。キムリッカは「社会命題」が個人自治の優位のような自由主義
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の政治的価値と矛盾しないし、その点では必ずしもコミュニタリアンの

「社会命題」には積極的に肯定するわけではない［Kymlicka,1989；

1995］。というよりも、キムリッカは「社会命題」と根拠ある自由な価

値と一致する文化の重要性を評価する。したがって、集団主義は左翼

（collectivist left）の「専売特許」ではない。

　以上の議論では、文化が多文化主義の考え方をめぐって果たす第２の

観点となる役割へとつながる。多文化主義は、文化が個人の道徳観を形

成するアイデンティティを準備する、と同時に文化から道徳の資源も提

供する。それは自由主義が自治を主張する範囲にまで同意することにな

る。それは完全主義の自由主義者であるＪ・ラズの見解にみることが可

能となる［Raz,1986］のである。キムリッカとラズには、自治の概念は

自由主義的価値であり、自由主義は自治の価値と役割を促進する。

　自由主義者は、個人が自分の生活をより善くできる、言い換えれば「善

き生活（good life）」を採用できる、と考える。個人自らが生活を選択

する際にはそのことを意識する。それには多様な解釈が成立するはずで

ある。完全主義的な解釈によれば、道徳上の主体が自由で平等な地位の

存在する条件において、「善き生活」の価値が理解される。個人が生活

を善くするのは、究極的には人間の内心に根拠づけられる「何か」を必

要とする。そして、そうであるなら、個人は他者や国家の強制や束縛か

ら真の自由を謳歌する資格を有することになる。

　自治の価値は「善き生活」の形態にみられる。それは「善き生活」の

最低条件が「どんなものも考慮せずに存在できること」である。その際、

完全主義者は是認の強制を宿命だとは認めず、合理的かつ非強制的な必

須要件（requirement）のみを承認する。もちろん、自治の承認だけでは、

「善き生活」は満足されない。キムリッカはそれには文化が決定的役割

を果たす、と論じる。自治権があり「価値ある生活」が構築される資源

を供給するのが文化だからである。文化は自治を可能にする価値、信条、
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責務などを供給するので、この意味では、文化は道徳の資源でもある。

自治は常に強い倫理に根拠づけられる。そして、それが文化によって提

供される。「善き生活」には、選択肢があり、自律的に選択できるもの

でなければならない。

　文化が、ある領域（territory）や自治区（homeland）において、言

語や歴史を共有する「世代間のコミュニティ（intergenerational 

community）」の一面をもつとすれば、文化は自治的な生活に道徳とい

う文脈を提供する［Kymlicka,1995:18］。当然、文化は自治を承認する

道徳観を各人のパーソナリティに注入する。自治は文化と対立するので

はなく、むしろ道徳を「価値ある生活」に構成する役割を担わせるはず

である。

　キムリッカは、文化と「善き生活」の関係に類似する見解を認めるパ

レークよりも、より自由主義的な結論を出す。自由主義者はすべてを承

認する必要はない。しかし、自由主義は人々に「善き生活」や「価値あ

る生活」をもたらす文化を尊重、推進する義務を担わせる。とりわけ、

その生活が大量消費とグローバル化の同質化傾向という「脅威」にある

場合では、それは不可欠な要因となる。文化が自由主義的な意味で個人

の立場の保護を推進するなら、逆に仮にそれがなければ、価値ある自治

は不在になりかねないので、自由主義的な多文化主義は平等という文化

価値が機能する条件を不可欠にしている［Tully,1995］。だから、完全

主義者の見解はいかに文化が「善き生活」を導く役割を果たすだけでな

く、外部からの脅威から文化を保護するために集団の権利と要求を国家

の義務とするのである。

　もっとも、キムリッカは、文化が自治の承認を必要とする点において、

その価値がもつ十分な根拠を証明しないかもしれない、と述べる。自治

は世代間をつなぐ文化によって可能となる。すなわち、倫理的生活は構

造化した道徳をもつコミュニティと役割なしに理解されそうにない。た
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とえ「社会命題」が文化に依拠するとしても、文化の重要性は、自由主

義的な完全主義者と多文化主義者のいずれの立場のちがいを別にして

も、コミュニタリアンの「社会命題」を超えてしまうことなる。

　自由主義的な多文化主義者は、単にパーソナルなアイデンティティや

自我（self-hood）に関係するだけではなく、社会現象を分析する価値観

と結びつくのである。だからこそ、文化の受容は「善き生活」や「価値

ある生活」の根拠となるのである。

　多文化主義理論はこれらのアプローチを重複させる。もっとも、様々

な多文化主義理論を整理するには、もうひとつの概念、つまり平等に結

びつく必然性を認識しておかなければならない。

　

３．平等をめぐる議論

　文化はひとつの多文化主義理論に統合できそうにもない。なぜなら、

相対主義（relativism）、特定主義（particularism）、保守主義（conservatism）

といった様々な志向はその概念に結びつくからである。個人は自己の文

化を特定的、そして決定的な主張と考えがちだが、他者の文化と自らの

価値や道徳の関心と結びつけて考えそうにない。それは私の価値観があ

なたの文化の源泉から派生したわけではないという単純な事実から生じ

る。実際に、このことはマジョリティ側の「国民性」を守ろうとする人々

から提示され、ひとつの重要な争点ともなる。では、ある文化は他のそ

れを認知するのかどうか。例えば、エスニック・マイノリティの移民へ

の権利を否定し、同一化を強制するために、ホスト国の言語を強要する

場合がある。この点だけでも、平等がどうあるべきかを議論する意義が

ある。

　多文化主義者は平等を主張する際に文化を引用する。ある文化への尊

重は他文化を認知する義務（duty）をともなっている。そうでなければ、

不平等が容認されてしまう。「多文化主義の状況」が現実と認めるならば、
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多文化主義理論と実際の政治は平等という同一課題に取り組まなければ

ならなくなる。マイノリティの文化とひとつの国民文化の共存を論じる

なら、それぞれを承認する責務は平等への意義を理解させるはずである。

ただ、ここで文化と平等を論じる際に、平等は多文化主義の中で複雑な

役割を果たすことを念頭におかなければならない。文化と平等の両概念

を結びつける議論は区別して考えたほうがよい。

　キムリッカのような自由主義的な多文化主義者は、道徳と政治を基礎

として関心と尊重の平等思想を受け入れる。しかしこの洞察では議論を

おおざっぱに判断したにすぎず、「何の平等（equality of what）」とい

う疑問には応えていない。

　各人に利害と尊重の平等を保証するために、同等に分配されるべきこ

ととは何であろうか。ロールズなどの自由主義者は「結果の平等

（equality of result）」には関心がない。彼らは、権利、福祉、資源のよ

うなものに適用する分配規準が公平な機会への接近を形成する見解を承

認するだけである。個々人が属する文化集団の代理機関が様々な手段を

用いて自分たちの機会を有利に行使すると、結局、不平等な結果を生じ

ることもある。しかし、これらの結果が、「自然による悪運（つまり、

運が悪かった）」の結末で不利益を被る人々のために十分な補償を行っ

て、最終的に公平な分配になる結果、つまり「結果の平等」をもたらす

のは平等主義者には関心の対象とならないであろうか。それは平等主義

者がその対象に個人の自由のような判断を持ち込むか否かである。

　平等主義には、ある文化に保護を特別に与える場合には多くの手段が

存在する。第１に、個人は「共通の目的」と称して文化を構成する権利

と機会を利用する。ところが、文化が自分たちの権利や資源を化体する

人工的な構造物とはかぎらないが、人々はなぜか文化が尊重される権利、

自由、機会を優先させたがる。文化が社会において大きな役割を果たす

とはいえ、なぜ、私たちが文化を尊重し、自由主義社会での集団の権利
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を行使したがるのかを述べれば十分である。キムリッカと C・クーカサ

スは、集団の権利が存在するかどうかで論争したことがある。クーカサ

ス［Kukathas,1992］は集団の権利を認めない。なぜなら、個人の権利

のみが存在するからであろう。もっとも、結社の自由というより自由主

義的な見解は文化と集団を防衛する議論の観点から展開される。

　自由主義的な多文化主義者が使用する議論には、正義は所得と財、市

民的・政治的権利と自尊心（self-respect）のような一定の財（goods）

の分配によって達成されるということがある。これはロールズの正義論

に関する議論を敷衍させる［Rawls, 1999、邦訳、2010：第 5 章 328-

440］。

　主要な財に関する分配の否定や不平等な措置は不正義を構造化するこ

とになる。なぜなら、各人の平等であるべき主張や道徳を実行する機会

を否定するからである。仮にある人の自己のアイデンティティ（self-

identity）を条件とするなら、「社会命題」が一般に支持されたとしても、

それへの否定が人の保護や他者の立場を危うくするかぎり、私たちは軍

隊や警察などの公権力をもって公的範囲において代表性を考えるしかな

くなる。ある社会が伝統衣装の着用を禁じるというルール、そして制服

の変更が公的機能の侵害や危険を生じると論じられるなら、私たちはそ

の禁止や変更が不平等な措置の結果だと判断できる。例えば、他の人々

には課さないのにシーク教徒のコミュニティにだけにその文化を否定す

る負担を課す場合がそうである。

　この場合、私たちは平等な機会の拡大や法による平等の保護に文化的

差異を考慮した集団特有への例外と論じるかもしれない。単純に無視で

きない（時に親切な等閑視とされる）事例は合理的根拠（rationale）の

ない不平等な措置とみなされるなら、文化とその表現（manifestation）

が人間のアイデンティティにある「何か」に反することになる。例えば、

シーク教徒はターバンがほかの被り物に代替できる帽子ではない。それ
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は宗教的、文化的なアイデンティティの表現形態であり、したがって人

間の自尊心という核心部分に触れる「何か」である。同様な議論は公共

の場での言語の承認でも考えられる。個人の尊厳は平等に取り扱われる

べきだが、その際には、差異を認める結果が生じるはずである。しかし

再度確認すれば、文化的な承認は平等への関心と尊重の価値として、個

人を尊重する、優先的な責務とみなされる。

　多文化主義者は、「機会の平等」に関して、自由主義的な平等主義に

満足するわけではない。例えば、ヤング［Young,1996;Young,2000］や N・

フレイザー［Fraser,1997］のような急進的な多文化主義者は集団や文

化を認知するがゆえ、自由主義的な分配規範を「偽りの中立性」とみな

す。集団への特別措置は社会集団ごとにある権力差に適応される。もっ

とも、急進的な理論家は、機会が多文化を容認する際に不平等な権力関

係が反映し、結局、自由主義の限界ゆえにその措置は失敗に帰するので

はないか、と危惧する。

　ヤングは自由主義的な平等主義を批判する。急進的な平等主義者は、

マイノリティが社会的な「不平等」に位置づけられる、と指摘する。そ

の指摘は、形式的な「平等」の承認ではない。つまり、その本質は機会

を構成する社会規範に組み込まれた「不平等性」である。ということは、

その社会構造を検証しなければならない。言い換えれば、ヤングは他者

の設定した平等と称する基盤（footing）から権利や資源を得る機会が

本当に平等であるかを疑問視する。その機会を構造化しているのは社会

規範である。

　例えば、女性差別を取りあげておこう。男性は上司である管理職の役

割を事実上、提供されることで、女性にその職に就く機会を開放せずに

職場内で女性を差別する。その差別は多年、職場の活力を削いできた。

確かに現在では、男女平等は法の改善で保証される。しかし、この改善

が女性の地位向上に効果があるとは必ずしも言えない。その根拠は社会
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のもつ、ある種の「期待」あるいは「予測」を反映する。女性が自分の

人生をどのように選択したいとしても、女性は家事や子供の世話をする

のが当前と考えられ、したがって昇任のスタートラインに参加できない。

多くの機会は事実上、平等でなく、その社会規範に基づいて社会が運営

されるので、男女差別と同様に、ある社会集団は社会において不利益を

被っているかもしれない。

　別の例で述べれば、キリスト教徒に日曜日の労働を免除する安息日と

いう制定法上の措置がある。したがって、そのこと自体がイスラム教徒

やユダヤ人には不公平な措置となる。それが宗教色をもたないとしても、

その単なる既定の「事実」は人々を一律に扱うとはいえ、すべて人々を

本当に平等に扱っているわけではない。マジョリティ文化を当然視する

「期待」（あるいは「予測」、つまりマジョリティによる当該の社会規範）

が機能するはずである。それは一見、中立・公平にみえても、常に権力

による不平等や、支配と従属の関係の社会規範が無自覚に機能する。そ

の点からすれば、機会の有無が争点となっても、また単に機会への接近

があるかどうかという形式的な議論では意味がない。これはヤングらに

は注視すべき事柄である。もちろん、平等な承認の否定がすべて差別と

はかぎらない。アファーマティヴ・アクションのような場合があるため

である。そこには別の判別しづらい事情が加わる。

　以上の問題提起がどのように多文化政策に影響するかは、自由主義的

な平等主義の場合には、一義的に述べられない。平等は権利や資源のよ

うな本質（stuff）が関わるので、その機会への接近を等しく分配されな

ければならない。急進的な平等主義は資源の分配にはほとんど関心を示

さず、集団の代表性や集団間の均衡性（proportionality）を重視する。

例えば、ヤングは、集団間の結果（output）においての不均衡を補填す

べきである、と主張する［Young, 2000:145］。そのこと自体が特定集団

への不平等・不利さを物語たり、かつその証拠となる、と論じられる。
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ただ、結果の差異が単に明白な差別とは言えず、様々な選択の結末だと

する理由（または、言い訳）になりがちである。例えば、脅しや暴力の

ような露骨な差別や不公平・不平等があったかどうかではない。ヤング

などの急進主義者は、集団の均衡性の欠如とみなされるなら、社会集団

間を同レベルにするために、集団に公平な資源を割振ることを主張する

［Young, 2000:262］。つまり、分配の問題である。例えば、北アイルラ

ンドの警察でのカトリック教徒の割合、軍でのユダヤ人の割合、イギリ

スの大学での専門職での女性の割合などで、集団間の均衡の欠如した事

例では、様々な目標とする政治的対応が必要とされる。不十分なことは

権利や資源の、いわゆる平等な分配である。その平等な分配は文化的な

不平等への解決への一歩になるかもしれない。

　ヤングは、急進的な平等主義がエスニシティとネイションのそれぞれ

の文化にある伝統的な階統制を支持しないが、真の平等を基礎にして集

団の権利と免除を擁護する手段の提供をもって文化的差異を解消すべき

である、と力説する。文化の保護は、キムリッカと同様、ヤングの社会

集団の平等性にともなう帰結である。

　平等と多文化の結びつきは、「多文化主義の状況」に対応する方法や

結果として、自由主義的な平等観を批判することになる。そのことは文

化への尊重と平等を取り込むことになる。この考え方は、バリィの論じ

る文化と平等の差別化を図る姿勢とは反することになる［Kelly,2002b］。

４．バリィの多文化主義批判の骨子

　バリィは文化の価値を役割と平等への責任、そしてその両立性が可能

かの検証を試みる［Barry,2001］。彼は、結論をさきに述べておけば、

文化と平等が両立しがたいとし、そしてキムリッカ、ヤング、トゥリィ、

パレークなどが論じる多文化主義理論、それによる実践が「行き詰まり

（dead end）」をみせている、と評価する。バリィは、平等主義的な自
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由主義の観点から、文化的保護への責務と特定の集団特有の権利・免除

と一致しないことを論じる（１）。バリィは、多文化主義者が文化への先

入観や思い入れが先行し、そのことが不正義を招いており、それによっ

て議論を混乱させる、と述べる。文化の優越性とは、マイノリティ集団

に対して支配や権力の立場にある人々の享受する権利や資源を意味し、

翻って考えれば、それらを所持できない意味でマイノリティ集団が劣位

にあることを証明することになる。したがって、バリィは、権利、機会、

資源を拒否される側の人々を非難するわけではない。彼は、そういう点

を認めつつも、文化と平等について本当に新しい政治理論を必要とする

かどうか、あるいはそういう要請があって、自由主義は平等主義的な規

範を採用できるかどうかの確認をするのである。

　バリィは、文化への尊重とそれに付随する権利と平等への責務とが両

立するとする多文化主義の前提と結論を批判する。彼の主眼は次の点に

ある。彼は、文化が平等や公平な措置を犠牲にしなければ、文化が機能

しないことを主張する。バリィの自著『文化と平等』において３つの部

分に分けて論述する［Barry,2001］。

　第１の部分は「多文化主義と平等な措置」を平等という視点から焦点

をあてる。バリィは文化的アイデンティティのちがいを根拠にして実質

的に平等を保証するための法の例外措置を検証する。ここで、彼は平等

を実行する際の例外規定を批判する。個別の文化的実践が法の平等を適

用する意義があるのか、または平等を実行する規制・優遇措置の妥当性

が存在するのか。重要なのは、文化が公共的な論法（reasoning）だけで、

ある文化（集団）に補足的な機能を付与させてよいのかという観点であ

る。例えば、動物虐待を規制する際に公共の利益に関わるかどうかとい

う議論である。つまり、全体を律するルールの理由が薄弱ならば、ある

文化だからという根拠による例外は設けなくてよいことになる。その例

外を認めると、私たちは儀式や礼拝式の一部として大麻を使用するラス
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タファリアン（２）に大麻禁止の例外を認めなければならない。社会全体

を健全にしておきたいなら、そのような例外は無意味である。他方、真

の公共の利益が不在であるなら、大麻使用の有無の解決策は、神聖な儀

式で使用する例外措置を許可するよりも、すべての人に大麻を解禁した

ほうがよいのである。バリィは、義務（imparative）の例外免除ではな

く、自由化（liberalization）を通じてあらゆる集団にも適応すべきだ、

と論じる。

　第２の部分は「多文化主義と集団」に関して集団の権利に焦点を当て

る。ここではバリィはキムリッカなどが推進する特定集団だけに権利の

根拠、さらに自己規制の権限を付与する措置について論じる。バリィは

特定集団への権利の付与がかえって個人の平等な取り扱いを否定するこ

とになる、と批判する。彼は、教育の自由の例として、アーミッシュの

両親による公的教育を子供から免除を認めた判例に注目する。同様な事

例として、就学期に子どもを学校で過ごさせる義務を「漂白民・ロマ」

の両親に免除する権限を規定するイギリス教育法を取り上げる。これら

の事例で彼が注目するのは、個人でなく集団を重要な伝達役にする点で

ある。このことがいかに当該集団の保持する権利が同集団の個々のメン

バーに不平等を強要するのかを指摘する。集団の権利は、法による対等

な地位の承認と保護を求める個人を支援せず、特定の文化内での権力を

もつ一部の人々の「善意の意思」に依存して、やっと個人の権利を享受

させる結果に至ることになる。文化と平等の関係が別方向に逸れる事態

が生じる。だから、個人は否応なしに「文化を取るか平等を求めるか」

という選択をしなければならない。というのは、私たちは文化と平等を

同時に手に入れられないからである。

　第３の部分は「多文化主義、普遍主義、そして平等主義」という観点

から、自由主義的な平等の普遍性に反する多文化主義の議論を検証する。

特に、彼は文化の意義（significance）を述べる。そして、彼が何かあ
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るごとに文化に依拠する過剰性（redundancy）を批判する。さらに、

彼は、文化を考察するにあたって現実には、「多文化主義の状況」を肯

定すること自体が不正義や差別の解釈をいっそうわかりにくくさせてい

る、と非難する。彼の関心事は、多文化主義を評価しない（negative 

one）と捉える。それは多文化主義者の首尾一貫性のなさを指摘するこ

とにもつながる。

　では、バリィの多文化主義の批判をどう理解すればよいのであろうか。

バリィは、すでに自著『正義論』［Barry,1991］において、自由主義的

な平等主義を概観して、その後自由主義的な正義の原則を展開する。そ

の中において、バリィは二種類の正義の分析を掲示する。ひとつは正義

が自己利益の遂行上で制約できる人々に有利であること、もうひとつは

公平さを正義と結びつけることである。その後の『文化と平等』では特

別な機会をもって集団間を平等に扱うことを否定し、文化的な承認と個

人の平等の間にある矛盾が内在することで緊張が生まれる、と指摘する

のである。バリィは、多文化主義者が個人の倫理的な立場と集団の要求

と調和できるか、と警告する。多文化主義は、信念と実践のセットとし

ての「文化」が個人の倫理的、政治的な要求よりも集団のそれらのほう

を優先する。しかし、文化と平等が矛盾するので、多文化主義が、「多

文化主義の状況」を示す多数の要求を調整する方法を用意して、はじめ

て実現可能な理論となる。ただ、彼はその批判の中で多文化主義の問題

点の輪郭を描けたとても、平等主義的な正義を理解する代替可能な概念

を提案していない。だから、論争を生産的なものにするには、その点に

関して、多文化主義者はバリィの指摘をどのように克服し理論化できる

かどうかが多文化主義理論の課題となる。

　多文化主義からすると、文化と平等が両立しないと捉えるバリィの論

拠をどのように理解すればよいのか。その論点は文化と平等が対立する

か否か、多文化社会の政治への新しいアプローチとして多文化主義が正
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当な理論と認められるかどうか、である。言い換えれば、そのことはバ

リィの指摘にどう反論できるかである。次にバリィの自由主義を論拠と

する３つの部分からなる多文化主義批判に対する多文化主義との論争で

確認しておこう。

５．「多文化主義と平等な措置」に関する論争

　まず、第１の部分の平等な措置に関する論議である。S・フリーマンは、

バリィの多文化主義の自由主義的な考え方に同意できる点もある、と述

べる［Freeman,2002a］。彼は自由主義的な平等の論理が多文化主義の

それに接近するはずだとも主張する。ただ、フリーマンは、バリィが批

判の論点に問題があるとし、バリィの見解と対立する。

　バリィは自由主義がすべての文化の融合が可能であると考えているわ

けでない。自由主義社会からすれば、文化的な差異は別の文化にも必要

とされる結社の自由やその他の自由が承認されることを尊重する。自由

主義からの拒絶の対象は、特定の文化集団の実践を矯正することではな

く、文化の存続を保障することである。それに代えて、「文化的アイデ

ンティティ」からの転向を個人に認めることが提案される。個人は特定

の文化集団の拘束からの解放が可能である。その結果、市民社会は様々

な文化集団を衰退（そして消滅）させることになるだろう。それは自由

主義的な市民社会における同質化・一元性の効果が生まれるからである。

多文化主義者は現代社会を個人主義と商業主義に吹き込まれた形状とみ

なす。この個人主義だけの大衆文化は自由主義の一部をなすのである。

ヘーゲルは、市民社会の個人主義的、商業主義的な偏りを帯びたコミュ

ニティに対して「国家」の統合力を提示した。しかし、自由主義には、

そのような選択肢を提示できそうにない。政府の役割は（非政治的な）

価値のコミュニティを矯正することではないが、正義を確立し、自由で

平等な市民の共通善（common good）を推進することにある。このこ
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とは異質な下位文化と集団間の社会統合のための基礎を提供する、それ

は自由主義的な政治文化であろう。しかし、仮にそれがなんであろうと、

疑問は残る。そして、自由主義の対応は多くの人々には不満足を残すの

である。バリィは、多文化主義者が自由主義的な政治・社会文化にみる

問題に説明を求める、是認されない（illicit）方法を批判する。バリィ

など自由主義者が市民社会の経済・商業制度の解体効果に呼応する自由

主義的手段に注目する。その効果は J・ラズが提示する［Raz,1994:170-

191］。

　S・メンダス［Mendus,2002］、D・ミラー［Miller,2002］、P・ケリィ

［Kelly,2002b］、S・キャニィ［Cany,2002］らは、「機会の平等」に関す

るバリィの議論を検証する。メンダスはバリィのいう平等主義が選択し

た結果であり、したがって特別な措置に値しない不平等とはチャンスの

結果次第であり、個人がその負担に耐えることを予測できるはずはない

とする。つまり、個々の不平等ごとの論争を区別すべきことを指摘する。

メンダスは、文化が不正義の源泉と異なる見解には納得できない、と反

論する。ミラーは機会、責任、平等な措置を論じ、どのような特定文化

に規定されようとも、機会に内在する平等に代替する概念を論じる。ケ

リーは、バリィが自著の「機会の平等（equality of opportunitey）」の

概念に対して、ヤングの「結果の平等（outcome equality）」と「集団

の均衡性」で応酬する。キャニィはバリィのいう平等主義を認めつつ、

バリィの第一の部分で拒否する多文化的な適応が「ルールの例外アプ

ローチ（rule-exeption approach）」と一致できる、と論じる。

　メンダスは「選択、チャンス、パーソナリティ」を論じる中で２点を

指摘する。ひとつは、平等が選択とチャンスの区別を仮定することがは

たして賢明なことであるかどうか、である。もうひとつは、平等が選択

とチャンスを区別するなら、個人レベルでは、平等の目的は実現されそ

うにないのである。その理由は次の３つがある。
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　第１に、仮にある個人は運が悪く、その人間が通常の人々より冷遇さ

れ、そのため政治がその悪運を補償するなら、そうすると彼は選択とチャ

ンスを提供される制度以前の公平さへの補償を必要とする。しかし、そ

の意図は選択が不公平な条件でなされることであって、その結果にまで

公平さを必要とするのかと別の疑問が浮上する。それは一見、補償とい

う形で「結果」を平等にするが、個人の選択権を最初から置き去りにす

る疑問が生じる。　　

　第２に、仮にバリィがそれに反論するなら、信条がチャンスか選択か

のいずれであるかどうかの決定を否認することになる。代理人や代理機

関がそれらを代行するのがよいかかどうかになる。そうすると、彼に補

償されるように、同じく彼女に補償するのに積極的にならなければなら

なくなる。

　第３に、第２と関連することだが、バリィは自由主義的な解釈の特徴、

つまり自己決定権を放棄することになると不満を述べる。そのことは個

人の責任原則をゆるがせにしてしまう。

　バリィは、ある意味では、平等主義者であり普遍主義者でもある。彼

は、現代社会が、宗教や文化のかかわりを別にして、富の不平等の増加

で効果を損なわれる、と信じる。バリィは、不平等がすべての人々にダ

メージを与える、とも考える。そして、バリィは、マイノリティ集団へ

の特別な権利が実態とはるかに懸け離れて「いびつ」に誇張される、と

信じる。文化的コミュニティのメンバーを閉鎖的にし、高等教育への道

を剥奪し、資格を欠如させ、これらの集団メンバーすべては「中産階級

的な所有観」を身につけず、その結果、貧困を運命づけられる。バリィ

はマイノリティ集団に特別な権利を与えることが逆効果となり、だから

特別の配慮に反対するのである。もっとも、バリィは別のことも考える。

彼は、私たちが拘束なく自由に何かを考え行い、自由に何かを承認する

決定や信条をもつなら、それには責任をともなわなければならない、と
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信じる。私たちはある生活を選ぶ際にそのための代償も甘受しなければ

ならない。

　これらの２つの信条は一致する。不利さがチャンスの欠如とするなら、

そうすると不利さへの再分配は、宗教と文化のマイノリティの特別な権

利を除外してしまうことになる。ただし、その状況は必ずしもあてにな

らず、その妥当性（plausibility）は、客観的には社会的に課された抑圧

の除去を目的とする平等主義の形態と、主観的には個人的に経験する偶

然（luck）の結果に依存する平等主義との間にある多義性（equivocation）

次第であろう。仮に私たちがひとつの方法で多義性を解決しようとする

なら、そうすると平等主義者は多文化主義者になりうる可能性がある。

なぜなら、仮に私たちが平等主義的政治から「運」だけの効果を減らす

なら、そして「運」の代替物を宗教と文化とみなすと、そうすると私た

ちは平等主義的な多文化主義者になることができる。しかし、メンダス

は安易にそのような楽観論に頼るべきでない、とも考える。

　私たちが自分の生活を主観的にしか評価しないし、「人々がその選択

に満足するときはいつでもその選択に責任がある」ということを意識し

ない。だから、自由主義者の平等の信条には少なからず疑問をもたざる

をえないので、これらは社会には非常にコスト高になる。自由主義者が

個人の責任条件を弱めると、自由主義ではなくなる。しかし、仮にその

選択肢（alternative）がその心情に責任あるというバリィの主張を徹底

化するなら、純粋な平等主義的な社会への展望は乏しくなるどころか、

それは空論となり、反対に多文化主義者はこの事実を鮮明にできるはず

である。

　平等主義が「運の平等主義（luck egalitarianism）」まで擁護するかど

うかまで論じるのは、メンダスの意図ではないであろう。「運の平等主義」

が誤りであるけれど、その擁護も議論の必要がない。むしろ、メンダス

の意図は選択の責任ある人々だけを残すことになり、「運の平等主義」
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がチャンスを著しく減らすとはいえ、それこそが運命的な結果となって

不平等を拡大することなる。そうすると、私たちは抑圧解消に焦点を当

てる平等主義に回帰しなければならない。

　ミラーは、「機会の平等」に適切な平等原則を確認し、それが一律に

適用可能な、限定的な法学的アプローチでは達成できない、と論評する。

　ロールズが社会正義を２つの原則、すなわち「平等の自由」と「機会

の原則」から理論化するが、それに対してミラーは「相違の原則

（difference principle）」として言い換えることができ、つまり「社会的

に最小限度の保証」と「応分の報酬」で正義を考える［Miller,2003:90-91］。

要するに、文化集団が現行法とその実行によって不利益を被る事例ごと

に生じる政治過程を考えなければならない。集団の代表者との討論がな

いなら、元々、負担をかかえる集団が現状をどうみなすのかを述べるこ

とができない。さらに、どのように規範を修正すべきかも考えられそう

にない。バリィは、集団の代表者が争点を把握し、メンバーの大部分も

極端な立場には合意できないと仮定されるので、この種のアプローチに

は懐疑的である。ここには「落とし穴」の危険性がある。ミラーは、マ

イノリティ集団が自分たちの利益に不可欠となる争点に関する拒否権を

集団に付与するヤングの提案には、バリィと同様に同意しない［Barry, 

2001 : 301-305 ; Young, 1990 : ch.6］。しかし、ミラーは、民主主義的な

熟慮を信頼し、そしてそこで討論された争点に公平な妥協点を見出すこ

とを考える。特定集団メンバーに付与する誘因（incentive）は信頼さ

れなければならない。その点では、ミラーは、公平なチャンスをマイノ

リティ集団に与える見解を擁護する意味では、熟議民主主義を支持する

［Miller, 2000 : ch.9］。

　ミラーは、「機会の平等」が民主的手続きだけで定義づけられるべき

でない、と主張する。それは、ある出来事において、民主的熟慮による

決定が文化集団を平等に取り扱うことが可能であるのかという疑問が
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残ったままだからである。しかし、民主的論争は多文化的文脈の原則に

そって情報を共有できる。充実した（そして批判も含めた）討論は、民

主主義が多文化の文脈でなされ、多数決に至る過程である。裁判所では、

裁判に関わる特定文化が論争される。しかし、これはいかに合意への探

求が集団に特定方法につなげるかであって、純粋な熟議には不十分な代

替でしかない。法的アプローチは、平等な機会への関心がより充分な考

察によって質的向上を必要とする事例において、形式的な平等措置の争

点に焦点を当てる。バリィの考えは「市民的なナショナリティ」に基づ

く。それゆえ、彼はこの種の政治を崩壊させる政策を支援する多文化主

義を批判する。

　しかし、マイノリティ集団がバリィの関心ある論点、特に機会を制限

した法や政策と関係し議論が公平に聴取される争点に関連するなら、「連

帯の政治（politcs of solidarity）」はうまく機能する。仮にマジョリティ

が教条的な自由主義を採用したとしても、たとえ、法やルールがある人々

に他者より大きな負担や制約を課したとしても、すべての人々が統一し

た法やその他のルールのもとで生活するかぎり、正義は満足される、と

バリィは考える。仮にこの種の自由主義が支配的な信念（creed）にな

るとしても、現行法があらゆる機会を制約し、そして個人の自由を放棄

するという、稀な例外を除いて、マイノリティ集団が自らの主張を推し

進めることはありえない。

　対照的に、平等な機会を論じる自由主義は、ある社会で現実に存続す

る文化的な信条との関わりを考慮しなければならない。Ｘを行う機会を

もつことは、Ｘをすることを必ずしも意味しないが、過度のコストなし

にＸをすることができることを意味する。だから、「機会の平等」が獲

得できるかどうかを確立するために、様々な文化集団メンバーが機会の

組み合わせから同一の選択をする必要はないのだろうか。私たちはその

組み合わせそのものがほぼ同等（equivalent）であり、そして特定の選
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択肢（option）を採用するのに附随したコストの考察を含めて示さなけ

ればならない。例えばターバンが宗教上の不可欠な衣装であるのか、そ

れとも単にファッション・アイテムであるのかを理解するために、文化

内部を考察しなければならない。私たちはターバン着用を禁止するルー

ルがシーク教徒に配慮や不便さを甘受させられるかどうかを説明でき

る。もちろん、私たちは、文字通りの意味では、文化内部に立ち入るこ

とはできそうにない。だから、自由主義は、集団が特定の資格と禁止の

意義を説明でき、同時にどの程度，資格と制約を変更できるかも説明で

きなければならない。そのための政治的対話の余地を残しておかなけれ

ばならない。その対話は双方向（two-way）において実施でき、善き信

頼関係で問題を処理する。もちろん、文化が相互の立場において同等と

論じられにくいので、「機会の平等」が多文化社会にはまさに要するの

である。

６．「機会の平等」か「結果の平等」かの論争

　ここでは、平等という観点をバリィとヤングの議論から考えておきた

い。バリィとヤングは、立場を異にしつつも、２つの異なる論点に取り

組んでいる。バリィは多文化主義が「機会の平等」を複雑にすることを

実証するが、ヤングは「機会の平等」が抑圧と不利さの構造的源泉であ

る、と主張する。しかし、バリィとヤングのいずれかが正しい、または

誤っているかを論じることは有益ではない。確かに、ヤングは、一方で

過度に自己の見解を力説し、他方でバリィのヤングへの批判には不十分

な点がある。ヤングはある集団アイデンティティと期待が他集団のそれ

らと区別する。これは中立的と認められない「結果の平等」の達成を目

的とする。ヤングとバリィとの論争は、単純化すれば、「結果の平等」

かあるいは「機会の平等」かのいずれかを選ぶかである。しかし、単純

な選択はできそうにない。代って、平等主義理論は両アプローチを統合
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することになる。バリィは、不均衡な集団には、貧者と富者との権力格

差への防止策を設ける程度で、はっきり述べれば、配慮しないままであ

る。さらに、バリィは、差別として不均衡な結果をその証拠とみなす

［Barry,2001:93］。ヤングも同様に、集団が無力と抑圧の証拠として集団

内の様々な結果とみなさないので、「機会の平等」への関与を完全に排

除できない、と述べる［Young,1990:15-38］。「結果の平等」が個人間で

なく集団を交差して適用される事実は、ヤングが様々な業績志向性的な

（achievement-orientated）性向と能力を認識することを示す。その際、

重要なのはヤングとバリィとが考える限度である。ヤングとバリィはと

もに無制限に論じわけではない。

　ヤングが「機会の平等」の重要性を力説する、別の事情は、集団の均

衡を維持させる強制力を怠る点にある。ヤングは、黒人、ゲイなどの特

定集団が平等な結果を全体的に万遍なくもたらすための改善を実行する

べきとまで論じない。ヤングがバリィと異なる点は、個人と、不平等を

確認し調整するのに使用される方法（method）との間の構造的な不平

等を改善することにある。重要な、過小評価できない差異が依然として

存在することを意識する。「結果の平等」と「機会の平等」の両方とも

に拒絶しないことが、特に多文化共生社会や集団の相互承認には重要に

なる。このことはバリィやヤングの「結果の平等」と「機会の平等」を

結びつける役割を果たすはずである。

　マイノリティを保護する立場がある。すなわち、集団メンバーの選択

と選好にかかわらず、すべての文化集団に下位国家の主権（sub-state 

sovereinality）への付与なしに、集団の均衡性を維持したいからである。

　G・A・コーエンや J・ウルフが「機会の平等」と「結果の平等」の

両方と結びつける平等主義的倫理や社会的道徳（social morality）をも

とにした平等を考察する［Cohen,1997;Wolf,1998］。平等主義的倫理は平

等思想があらゆる社会関係に浸透するものである。それは権利や機会の
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分配をカバーするだけでなく、厳格な平等や同等性（sameness）だけ

でもなく、結果が公正であることも意味するものでもない。この平等主

義の概念は自由主義者としての J・ミルのリバタリアン的な平等倫理と

は対照的である［Mill,1965、邦訳、1971］。自由主義的な平等倫理は、

個人主義の発達によって特徴づける価値の階統制において、そして人間

の存立要件へのカギとして自由の優先を示唆する。ミルのリバタリアン

的倫理では、本質的な価値より分配原則の重要な役割にもかかわらず、

平等は二次的になっている。バリィの主張は、ミルのそれとの類似性が

ある平等倫理である。

　ミルとバリィの「機会の平等」において、あるいはヤングの「結果の

平等」に対して、私たちは、文明化し包摂的な社会において、社会的、

道徳的な関係を強調する平等（論）において、「機会の平等」と「結果

の平等」の両視点を結びつけて考えなければならない。この点で、平等

は、政治的な構造と制度の価値の両面を表すことから、そして単に個人

の価値分配に適用する原則でもない。この見方は自由主義者と急進的な

平等主義者には不満の原因となるであろう。そのような見解は、R・H・

トーニーの平等社会論に見出すことができる［Tawney,1951、邦訳、

1995］。

　トーニーの見解によれば、不平等の関係は道徳的、政治的な関心の対

象である。このタイプの平等観は重要な公共財（social goods）に接近

するチャンスが等しいことでなく、社会の性格やあり方をどう扱うかを

重視するのである。それは「機会の平等」と「結果の平等」の両平等へ

の関わりを意味する。言い換えれば、これは収入や資源の観点で社会に

おける格差を示唆する。平等主義者の関心は社会的効率性や自由のよう

な他の価値にそって移り変わる。しかし、仮にある社会目標から生じる

不平等があまりに大きくなるなら、たとえ自由の実施から生じたとして

も、社会はより貧しくなる。社会主義者のトーニーは、「旧体制（ancien 
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régime）」との闘争、とりわけ法的特権に関する中で成立した「機会の

平等」をブルジョア的信条と理解した。平等は、「機会の平等」が階級

の場を占めることと関係するので、「権力」と「優位（advantage）」の

分配に挑戦する［Finn, Gramt, Johnson, 1982: 182-183］。

　トーニーのような平等主義者の関心は、地位が態度と予測・期待を反

映する事情において、個人や集団内だけでなく集団間でも、所得格差と

同様、関係性の予測・期待に関連することである。特に、地位はどのよ

うに他人に価値づけられるかによって決定される。地位と所得の差は関

係するがそう単純ではない。社会集団が信条や実践の結果として描かれ

るなら、社会的地位の低下と同様、社会からの疎外にも苦しむはずであ

る。

　ここで指摘すべきは単に資源の不平等ではない。いくつかの集団が協

働で維持してきた、社会的な実践とのつながりから離れても、いくつか

の集団が集団として経済的に必ずしも苦境に陥らない場合もある。例え

ば、これはアーミッシュの場合がそうである。たとえ、集団が社会的、

経済的に困窮状態に至ったとしても、バリィが示唆するように、私たち

は自分たちの信条・信念を社会に訴えかけなければならない。もっとも、

例外事情を一般化して述べることにも留意する必要がある。

　ただ、より重要なのは社会がそのような集団をどう評価するかである。

これにはバリィとミルの両方が無関心である。ミルは、他人の生活の選

択や手段を個人にそって存続する、と考える。バリィは、自由主義的な

平等が根本的な財（goods）として差異の寛容や価値をともなわない、

と主張する。どんな政治哲学も人々にお互いを愛し、他人が自由な行動

を承認することを強要できない。しかし、これらの当り前の感情や熱意

が普及するならば、社会協力での公平なシステムとしてだけでなく、社

会協力の包摂システムとしても、困窮状態を減らせるはずである。すな

わち、個人が社会的な規範と関連して自らの信条や実践を犠牲にするこ
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とで平等に取り扱われない立場となりうる。バリィやミルの自由主義的

な平等主義的アプローチは社会的包摂の論点には関心がない。というよ

り問題にしない。つまり、「結果の平等」という観点よりも、「機会の平

等」を重視するからである。

　仮に集団が結社の自由な選択と活動に基づいて社会的な差別に抗する

なら、社会的包摂は極めて重要になる。その点は結社の自由な選択や活

動が必ずしも結果を出せないことを意味するものではない。むしろ、結

果が地位の差を生じさせ、不平等で集団を苦境に陥れるなら、その結果

は重大な論議の対象となる。その論点はどのぐらいの差が生じたかだけ

でなく、なぜ格差という事態が生じるのかである。「機会の平等」と「結

果の平等」の両方を融合させようとする根底には、集団の不平等の範囲

に制限を掛ける手段として結果を考慮する認識を必要とする。皮肉にも、

ヤングが主張する「結果の平等」は、現代の自由主義の「機会の平等」

がどうあるべきかを考えることになる。これは、個人の権利や資格につ

いての不満から、直接的な暴力や分裂を引き起こさせないことになる。

　トーニーの平等倫理は、地位の差が集団間の差別や支配を強める傾向

があるという洞察である。不平等が特に個々の集団に大きく影響すると

き、これらの集団が様々な形で社会的地位を付与される場合に存在する。

たとえ、社会的規範とは切り離して考える宗教的な信条や生活様式の選

択の結果であるとしても、地位の平等は重要である。仮にある集団の信

条や実践が全体的な経済や社会的パフォーマンスにおいて重大な相違と

してはっきりするなら、地位の不平等は社会の福祉レベルが高い場合に

も生じる。そのようなシステム化された集団間の不平等は社会を解体さ

せる誘因となり、この現象はいずれは社会的協調という包摂システムへ

の脅威となる。

　バリィの自由主義的な「機会の平等」とは対極にある「結果の平等」

へのアプローチを採用すれば、何が起きるであろうか。つまり、ここで
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バリィのミル流の結果に無関心となる論議は、不平等な結果がどのよう

な問題を引き起こすか、である。これを未然に防止するには、ヤングの

ような平等主義者が主張する「結果への保証」である。特に、集団が自

らコストを完全に無視してもよいことではない。集団の組織的な不平等

が生じるので、実際に不平等が生じるはずである。なぜなら、いくつか

の集団メンバーが他に比べてある機会にありつけないからである。つま

り、「機会の不平等」が生じる。同様に、集団の代表性は、すべての社

会的な財や機会を律するための全体のルールとして、この「機会の平等」

の本旨にそぐわなくなる。それに付随して、集団が自分たちの苦境に責

任があるとされてもよいかどうかである。そのことを勘案すれば、支配

集団が設けた制度や実践が他集団の機会を形成したり、使用できなかっ

たりする。この視点は、平等の論点において、特に集団間の資源分配が

うまく適応できるかどうかを意味する。自由主義的な平等は、市民が公

正な「機会の平等」から生じる結果までの社会的な供給レベルの道筋を

つけるであろうか。このことは、特に信条と実践を担う集団への例外的

な補足を考慮しない。もちろん、それはその結果の差を最小限度にしな

ければならない。

　しかし、すべての論点は資源分配だけとはかぎらない。ここでは理想

的な平等を提起するので、その実現はシステム内だけ平等な結果にしか

適応できないかもしれない。これは、教育のような共通制度内（つまり

教育機会の提供）には認められるかもしれない。例えば、国家教育制度

内への私立学校への編入と規制がそうである。その意図が教育を受ける

人々への平等を保証するので、集団の活動への支援や制限を担保する必

要がある。その視点は、集団を維持するためにも、そのメンバーに負担

を課すことになる。集団の適応方法は原則的には一律である。ただ、そ

の「機会の平等」では同じだが、「結果の平等」も認められなければな

らない。学校教育を受ける要件が保証されることである。より徹底的な
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平等主義の倫理要素として「結果の平等」の採用は、集団に障害者や子

供に課す範囲を免除、限定する。他の配慮はカリキュラム以上の自由裁

量のレベルと余地とみなすが、共通教育システムへの編入は、社会にあ

る、様々な集団の排除を最小限にする効果がある。　

　平等主義的倫理が要求しないのは、例えばある多文化主義理論によって

唱えられた集団に代わる下位国家の主権思想である。仮に平等主義の関心

が地位の平等と包摂にあるなら、下位国家の主権の承認は集団の利己主義

を強め、その結果、社会を解体することになるし、トラブルの解決策には

なれるかどうかは不明である。多極共存民主主義（consociational 

democracy）において、マイノリティに拒否権（veto）を準備し、結果に

おいて、マジョリティに一定の制御装置を設けて、ある種の平等性で成功

する場合もある。もちろん、失敗する場合もある［cf.Lijphart,1995:Woff 

and Yakinthom,2012］。

　「結果の平等」は、社会的な要求の均衡には、「機会の平等」からの試

みでは、ヤングのような急進的な平等が主張する内容を提供しそうにな

い。「結果の平等」と「機会の平等」の結合が、いくつかの集団に特別

扱いの提供によって成立する平等に関心がある場合である。しかし、こ

の場合の差異解消は片側の効果しかない。特別な保護を要する集団は、

少なくとも消滅の危機に瀕するかもしれない。もっとも、私たちの関心

は、危機にある文化的多様性（cultural variety）を保護するだけではな

い。

　だから、自己の目的を達成できない文化は衰退を免れないかもしれな

い。論点は対等に関係することであって、文化そのものに関係するもの

ではない。しかし、人間は自由主義者が想定するよりも進歩した存在

（progressive being）でないかもしれない。当然、あるマイノリティの

保護も大切になる。そうであるなら、平等主義者は、人々がどのような

選択をしようとも、期待（expectation）と願望（aspiration）の可能性
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に基づいて、人々の地位を保障する義務がある。

　キャニィは、文化的正義の観点から２つの点に注目する［Caney,2002］。

　第１に、文化概念の明確さが重要だとする点である。バリィも含めて

多くの研究者が考察するように、「文化」という用語には、例えば言語

のような慣習（custom）や習性（habit）など様々な要素を含む ［Barry, 

2001 : 252-228,270］。

　第２に、文化が集団のもつ信条と価値を含むなら、文化自体は価値を

もつとする理由が存在しない。

　文化的正義の議論を考えるために、テイラーとキムリッカの見解を考

えておこう。二人とも、人間が成長に関心があり、それがもっとも決定

的である、と信じる［Kymlicka,1989:10-12;1990:12-17,202-203;1995:80-82］。

第１の点では、二人とも満足の条件で人の幸福（well-being）を解釈する

主観主義を排除する。テイラーは、自著『自我の源泉』の第 1 部（アイ

デンティティと善）において、善（good）の概念が他よりも価値がある

と論じながら、主観主義を批判する［Taylor,1989、邦訳、2009：第 1 部］。

キムリッカは、第２の点が満足や喜ばしい経験の条件で定義づけるなら、

人間は充実した人生に関心がある、と論じる。キムリッカは自由（や彼

の用語では「社会的文化」を必要とすること）を強調するけれど、自由

が人々を成長させる価値があると述べる。しかし、テイラーとキムリッ

カは、多文化的規準への条件付アプローチを採用し、善のある概念を含

むものだけを保護すべきである、と考える。テイラーとキムリッカは、

相応な資格を文化的正義への関与には要する、と結論づける（３）。

　上記の議論には、多くのコメントが追加される。第１に、私たちは価

値あるものか否かを運命づける実体として文化を判断すべきでないと認

識する。第２に、マイノリティ文化が伝統的な西洋的視点で判断される

ので、文化的排外主義に関与してはならない。それは西洋文化のみが価

値があると仮定するからである。第 3 に、上記の理由は善の充実しない
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条件では、抑圧は起きうることである。第 4 に、マイノリティ文化への

反発は文化が価値を所有するというキムリッカやテイラーの考えが前提

にある。文化が個人の成長を促進することは、真実でない経験があるこ

とで、マイノリティ文化に無条件の支援を拒否する（４）。

　これは「ルール・プラス免除（rule –plus exemption）」の事例である。

というのは、国家には文化的な実践と免除を承認するか否かについて

ルールがあるからである。価値ある善の概念は無価値なそれと分けて取

り扱われるべきである。もっとも、誰れがその判断を下すのか、という

疑問は残る。

　ルールへの免除は、バリィが人のより高い序列（higher-order）の関

心の概念を証明する用意をしていないし、かえって文化的正義のための

見解を根拠づける関心が不備だと説明することになる。バリィは、人々

が正当な序列に関心をもつ理由を、「考え方を変更できる」からである、

と考える［Barry,2001:30,122］。それは、例えば「経済的資源の獲得」、「職

を得る」ことである［Barry,2001:35,106-107］。文化に好意的な概念を採

用する 3 つの理由がある。

　第１に、その文化のメンバーシップによって、人が選択できるように

なる。第２に、コミュニティの所属が「善き生活」の一部をなし、人間

の資格の根拠を映し出すはずである。第３に、自分が属する文化のメン

バーシップが、因果関係的に「自尊心（self-respect）」という善で結び

つくのである。

　キャニィの議論は、すべての人々の幸福のために、完全主義者の見解

に対してバランスを取るはずである。

７．「集団の権利」に関する論争

　次に、第２の部分の「集団の権利」に関する論争である。J・トゥリィ

［Tully,2002a］、J・スカーレス［Squires,2002a］、B・パレーク［Parekh,2002a］
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らは文化の性格に焦点を当て検討する。三人とも、バリィの「文化」概

念が限定的、静態的なので、議論の対象から逸れるのではないか、と指

摘する。バリィが多文化主義の様々な理論で取りあげる文化概念を理解

すれば、そうすればバリィは文化と平等の不一致についてよりバリエー

ションのある関係を説明できるはず、と論じる。バリィは、文化概念が

適切にマイノリティ集団ごとの立場を表現するかどうか、そして彼の結

論が適切かどうかをもう一度問い直すことができる。

　トゥリィは、正統性の規範のもとで民主国家の市民が、多くの形態で

どのように相互に承認し関係するのか、と問う。自由と平等の従来から

の規範、そして 21 世紀の多文化（共生）社会の規範は、文化やアイデ

ンティティに関連する類似性と非類似性を尊重するのかどうかである。

これは現代の政治的実践と理論の重要な疑問である。バリィの議論では、

「平等主義者からの多文化主義批判」は「知的弱点（intellectual weakness）」

［Barry,2001:6］のために有効性を低下させる。バリィは、W・ガルスト

ン、W・キムリッカ、B・パラーク、J・ロールズ、Ch・テイラー、I・

ヤング、J・トゥリィらの議論を理解できないことを指摘する。

　バリィは、すべての分野の前提が誤りであることを主張する。つまり、

正統性の規範は前提が根拠ある文化的差異を尊重する。それは自由と差

異の規範において考察される。だから、「自由で平等な措置」の政策を

修正する必要がある［Barry,2001:ix,7,12-13,17］。バリィの第２の結論は、

市民のアイデンティティに関連した相違の承認や非承認に関して政治的

活動での軋轢がある前提が誤りである［Barry,2001:305-317］。それらは、

理論と実践において、抽象的な社会的、経済的な不平等の解釈に還元で

きる［Barry,2001:319］。自らの著書の最初のふたつの部分において、個

人と集団の権利へのバリィの「平等主義的な自由主義」で残されたもの

は非差別とアファーマティヴ・アクション（affirmative action）の改善

によって処理されがちになる。
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　バリィの主張は、法的、政治的、憲法的な政策と理論での調整への批

判的な省察を通じて、多文化主義と多民族主義をかえって承認すること

になるかもしれない［Barry,2001:321］。なぜなら、それは再分配の政治

に必要な連帯を破壊する要素が存在する［Barry,2001:325］。したがって、

私たちは「機会と資源の不平等」の視点に戻り、自由と平等の再構成さ

れない規範のもとで、文化的承認の理論と政策の混乱から解放される必

要がある。

　マジョリティとマイノリティの両立場を考える場合、ある人間は歴史

的、文化的に位置づけられた実践を反映させ、その性格や範囲を抽象的、

普遍的な活動を証明する。別の人間は、歴史的、文化的に位置づけられ

た実践の範囲に依存し、そのような実践の自己省察の範囲を理解する。

その結果として、伝統的なメンバーには合理性を要しないし、その点で

は今後の自由と平等の理解はその解釈が合理的とされ、あるいは正統性

の規範が加わる際には、それへの対応は平等と扱われず、普遍的な判断

規準として自らの解釈を想定できるものでもない。この視点は、限定的

なものと判断され、だから平等の基盤（footing）で理性的な意見交換

となるはずはない。むしろ、「人間のもつ非合理性として軽蔑に満ちた

発言」か「他人の合理性への非難」になってしまう。この状況判断が正

しければ、対話的、民主的な思考への関与は修正されるかもしれない。

　スカーレスは誤った普遍主義を批判する。そして、この課題に取り組

む３つの可能な理論が示される。その３理論とは、「公平無私の政治

（impartiality politics）理論」、「アイデンティティ政治（identitity 

politics）理論」、「差異の政治（diversity politics）理論」である。「差

異の政治理論」が３理論のうち、もっとも適切だとする。

　スカーレスは「公平無視の政治理論」の説明に潜む、誤った普遍主義

を理由をもとに拒絶し、「アイデンティティ政治理論」の還元論的な説

明による文化相対主義を理由にこの理論も拒絶する。では、なぜ、「差
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異の政治理論」を妥当とみなすのか。「差異の政治理論」は「文脈上の

公平無私」を根拠づけると同時に、民主的な包摂メカニズムを要件とし

て備える理論だからである。どんなメカニズムが本質的なのか、制度化

した特定のアイデンティティなしに差異を認識する民主的包摂がうまく

機能するか、である。集団の代表性と熟議民主主義が差異への理論的説

明を果たせるだろうが、しかし制度的な調整がまだ未整備の点で、現存

の政治代表システムを活用するしかない。多文化的なシチズンシップの

論争は、「公平無私の政治理論」と「アイデンティティ政治理論」の２

つの極の間を揺れ動くことになる。バリィは、「公平無私の政治理論」

を選択する。

　パレークはバリィを批判してきた。バリィは、多文化主義への批判を

基礎に普遍的な価値について語るが、価値が人間性（human nature）

と個人の非強制的選択に由来する、と論じる。ところが、バリィは人間

性によって何を意味するか、すなわち非常に複雑で議論ある概念である

のか、どのように私たちが普遍的な価値の、様々な解説のどこに属する

のか、そしていかに私たちが普遍的に受容できる手法でどこに到達でき

るかを説明していない。人間が順応的と同時に攻撃的、利他的と同時に

利己的、協調的と同時に独立的であるので、人間性はいずれを選好する

のか、人間に不可能なものは何なのかを示すが、どのような道徳的な価

値が大切かに応えることができないそうにない。

　人間の選択が必ずしもうまく物事を運べるとはかぎらない。なぜなら、

その選択は間違えることもあるし、善に反する場合もあるからである。

数世紀間、女性は男性優位の立場を甘受し、インドの不可賤民

（untouchable）は汚らわしいとする扱いを受け、そして貧者は搾取と不

平等に甘んじてきた。しかし、性的、社会的、経済的な不平等が価値と

結びつくと考えるは正しいとはかぎらないことがある。このことは、彼

ら彼女らがすべて強制され、仮に彼ら彼女らが自己決定する代理人がい
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れば、様々な選択したというのではない。なぜなら、私たちがその反事

実の実証自体が本当に意味あるのか、と言えるからである。私たちの価

値を共有しない人々を当然の結果やその犠牲者だと指摘するのは尊大で

独善的な態度である。その選択は自由になされるとはかぎらない。そし

て、私たちは、なぜ彼ら彼女らが間違っているのかを説明できる。通常、

選択は時々見当違いであるかもしれず、その代理人の考えと反する利害

になるかもしれないので、彼ら彼女らの道徳規準は絶対的な価値の源泉

でないはずである。

　道徳的価値が人間性か個人の選択かどちらかの根拠はない。彼ら彼女

らはその時々の「普遍的有効性」をもって態度を表明する。バリィの中

心的価値である平等は非強制的なものである。人間は本能的に平等のた

めに努力するわけではない。人間はその能力、才能、身体的強さで不平

等である。人間が食料などを必要とする事実はあったとしても、人間は

それらを所持すべきことを意味しない。私たちは、例えばすべての人間

がある共通の能力を共有するように、平等が才能を促進するように、集

団生活を創造するように、そして差異とコミュニティの意味を奨励する

ように、平等のための強力な根拠を与えることができるので、平等を価

値あるものと評価する。これが道徳的価値の真実であろう。その価値は

目的や性格に付加されるのでない。道徳的価値は十分に根拠づけられる。

私たちに普遍的な有効性があると理解し、だから知的、道徳的な信頼に

足る十分な強さを備える。

　バリィの普遍的価値は明確に精緻化されていない。基本的な欲求、教

育、表現の自由、人権などという平等のような要求が該当しそうだが

［Barry,2001:285］、これらはいっしょくたにされる。教育は基本的な欲

求と同レベルの道徳的価値ではない。さらに、これらの価値は、人間社

会が道徳的アイデンティティを定義づける条件で、「善き生活」の道徳

やヴィジョンについて何も論じていない。また、その根拠についても問
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題がある。例えば、表現の自由は確かに重要な価値だが、社会はそれを

制限する道徳や法も備える。社会には適切さ（decorum）、プライバシー、

人間の尊厳、公共的な良識など様々な観念（norm）が配置され、正当

な公共の利益や討論が何であるのか、そして何が社会において論じられ

るか否かという意見や見解がある。表現の自由はいくつかの価値の中の

ひとつであり、社会の調和に対してバランスを取る必要がある場合、制

約を受けることもある。非難を受けやすい集団に対してバランスを取る

必要がある。そのような「妥協（trade-off）」は完全ではなく、それに

対して社会には常に論争と批判が渦巻く。どの規準も客観的に最善でな

く、有効なモデルは永遠であるとはかぎらない。これは価値が普遍的で

はありえず、むしろ社会の様々な歴史、環境、道徳、文化などの伝統、

それらを使って、自己理解のために価値を定義し解釈し関連づけていず

れかを優先することを意味する。真理が存在しないと述べるのではない。

バリィはこれを相対主義と退けるであろう。バリィにとって、相対主義

を回避する普遍的価値を承認するだけでは不十分であろう。私たちはモ

デルを定義づけ関連づけて理論化しようとする。そして、ひとつの普遍

的に有効な理論を追究しなければならない。これは相対主義でなく、普

遍主義である。もっとも、すべての人々にひとつの生活様式を課し、道

徳的創造性と文化的相異のための空間を一切残さない、盲目的な普遍主

義は支持されるのだろうか。

　そして論点が異なる場合、バリィの見解は認められがたくなる。例え

ば、ネイティヴ・アメリカンが宗教的理由でペユーテ（peyote）（５）の

収集を許可されるなら、禁止されたドラッグは許可されないだろうか。

多くの多文化主義者は正義という理由でなく、「分別あり啓発的な公共

政策」として、許可に「イエス」と言うし、バリィもそうだろう。

　フランスの学校はムスリムの女子にスカーフを着用するのを許可すべ

きだろうか。多文化主義者は「イエス」と答える。なぜなら、これらは
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世俗主義・政教分離の精神や伝統を破壊するほどでないからである。多

文化主義者は寛容と相互尊重の美徳（virtue）を将来の市民間に築くし、

差異への敬意を示す。そして、フランスの学校がキリスト教徒の宗教上

のしるしを許可するのだろうか。バリィはまた「イエス」と言うであろ

う。一部にスカーフが学校の機能を妨げないという理由で、一部は多文

化主義者の主張のためである。

　シーク教徒の子どもの制服が規定された学校でターバンの着用を許さ

れるべきであろうか。多文化主義者は、相違のための平等な機会と尊重

の理由で、「イエス」と言うであろう。バリィの答えも同じであろう。

一部は平等な機会、一部はターバンが学校の機能の妨げにならないから

である。

　シーク教徒は建設現場でターバンの着用が許されるべきであろうか。

ターバンが頭部への安全な保護に供し、雇用者がヘルメットによる安全

に責任を負わなくてよいなら、ほとんどの多文化主義者は、平等な機会、

個人の選択というシーク教徒の文化への敬意を理由に「イエス」と言う

かもしれない。しかし、バリィは、ターバンが安全に頭部を保護しない

理由で、「ノー」と言うかもしれない。しかし、バリィは、特に多くのシー

ク教徒が建設業で働くので、当然の予測と「平等な機会」という理由で、

そのためのトレーニングか雇用契約においてターバン着用を認めた場合

を除外すると指摘するだろう。

　子供が多文化教育を受けるべきだろうか。多くの多文化主義者は、ゲッ

トー化されず、その内容と方法の点で多文化的であるならば、「イエス」

と言うだろう。そして、バリィも同じく「イエス」と答えるだろう。シー

ク教徒が、宗教上の理由で、武器携帯を禁止する法を免除されるであろ

うか。ある多文化主義者は「イエス」と言うが、他の多文化主義者は「ノー」

と同意しないだろう。そして、前者はその根拠を教えるべきで、そのた

めの問題点は指摘するべきである、と述べるだろう。バリィは明白に「誤
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り」で合理的思考の基本的な原則（canon）を侵害する、と解釈するか

もしれない［Barry,2001:248-249］。

　バリィと多文化主義者はいくつかの論点で共通するとはいえ、その根

拠では異なる。バリィは、道徳的価値と市民的美徳として、差異への尊

重をまれにしか肯定していない。バリィはしばしば「啓発的」な公共政

策をあたかも性格と規準が普遍的に同意、あるいは評価されているかの

ようにみなす。公共政策の性格や規準が論争的であるかをあまり考慮せ

ずに、その目的と対象を是とするところがある。バリィは、全体を律す

るルールの例外を認めるが、それは多文化主義者のそれとは異なり、実

質的な平等が適切に実施されるより、むしろ正当化された不平等の事例

やルールとみなすことになってしまいかねない。

　例えば、すべての子供が教育を選択できる「機会の平等」が設けられ

るとする。西ヨーロッパ諸国の学校ではターバン着用が容認されない。

シーク教徒の子供が指定された学校を嫌うか、自宅から通学距離が遠く

離れているという理由にかかわらず、指定の通学を強要される。仮にそ

の子供の通学には不便であり、他が自由に学校を選択できるとすれば、

その子供に負担を課す結果になるので、子供は不平等に扱われたことに

なる。学校が子供に制服着用の義務を免除するとき、学校はその子供に

負担から解放し、別の子供とその子供を事実上の平等扱いとしたことに

なる。つまり、免除は平等への権利によって可能となり、学校はその理

由のみで承認されるべきである。これは、ある個人がルール、権利、義

務から免除される別の事例でも当てはまる。

　そのような個々の取り扱いを「平等」とみなすのは、平等の事例が適

切に「不平等」と理解された場合を平等状態にするための特別措置の承

認を意味する。これは功利的な計算というより、むしろ権利の問題であ

る。それは常に同じ結論を出せるわけではないし、もっともらしい議論

のための余地を残すか、それらは寛大さを示すことになり、ある人には
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特権を与えることになり、すべての人を十分に満足させるかどうか不明

である。いったん、それが権利であるかどうかの問題になると、それは

その利害が党派的になる恐れがあるので、むしろ、裁判所の管轄下にお

かれるほうがよいであろう。平等が自由主義社会の中で保持された価値

であるなら、平等の形態を様々な措置で講じるのは、免除や例外を設け

る社会制度を機能的にすることが主旨とすべきであろう。それは相違と

差異への尊重を養う。現在、差異は平等思想から出発するよりも、むし

ろ平等思想が取り扱うべき、その一部として議論されたほうがよい。

　平等のために様々な措置が特別な正当化を要するとき、そのことは反対

のことが生じることもある。人々の実質的な同一性を求める際、相違は逸

脱とみなされ、それがいったん表面化すると、自己過剰防衛の対象となり、

特にマジョリティに属する人々は不承不承に平等を承認しなければならな

くなる。例えば、アメリカの保守・右翼陣営はアファーマティヴ・アクショ

ンを皮肉って「積極的差別助長措置（affirmative discrimination）」と呼

称する。

　キムリッカ、ウォルツァー、パレークなどの多文化主義者は、自由主

義社会内のすべての集団が個人の選択と平等のような自由主義的価値に

順応すべき、と論じる。それに対して、バリィは、自由主義的価値が自

由に穏和な精神に同意する成人から構成され、退出（exit）の自由を認

め（例：選択の自由）、現行法に反しないかぎり、部外者の権利と利益

を保護するので、自分たちが好む方法で自分たちを組織するのは自由で

あるべきである、と主張する（例：結社の自由）。それには支配や服従

の基礎、そして「容認しづらい」規範も含まれる［Barry,2001:148-152］。

仮にそのメンバーがリーダーに奴隷として契約しても、バリィはそのこ

と自体に反対しないであろう。バリィは、その契約が現行法に反するが、

まずは個人の選択の自由を優先すべき、と主張する。それから、彼は、

個人の自由を束縛する契約を認めない、と論じるだろう。なぜなら、法
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が人と人との関係をさきに規定するべきでないかという論拠からであ

る。バリィが結社と同意の自由に高い価値をおくので、法が身体的害と

無秩序を防止し、子供を保護する必要最低限度を超えてまで、集団内部

の個々の取り決めまでを規制すべきでない。

　しかし、バリィの見解を支持するのは困難になる。たとえ、ある価値

が普遍的であるとしても、個人の自由と平等への侵害は許されない。こ

れは人間の尊厳と身体の保護を価値づける自由主義社会がメンバーを奴

隷にすること（本人の意思に反する拘束、例：奴隷的な契約）や自分の

身体の一部を売買すること（例：臓器売買）を許可しないからである。

おそらく、これには自由主義者であるバリィは承認するであろう。これ

は法律以前の問題であるはずである。それには個人差があってはいけな

い。文化的コミュニティが非自由主義的な活動であっても必要なことは、

任意の結社のように、メンバーに最小のコストで退出の権利を認めるた

めに、集団内部構造を十分に緩和することである。つまり、ある程度の

内部への干渉・規制は個人の権利を擁護するのに必要になる。

　多文化主義者は平等と正義を事実上、実現する見解を採用するのに対

し、バリィの自由主義は理念的であるのは理解できるが、実際上の対応

策となるかどうか。また自由主義的な多元主義の形態に代わるモデルも

提示できないのでないか。

８．「多文化主義、普遍主義、そして平等主義」に関する論争

　第３の部分は平等主義に反する多文化主義についての議論である。C・

チェンバース［Chambers,2002a］、I・シャピロ［Shpiro,2002a］、C・クー

カサス［Kukathas,2002a］らは、自由主義と民主主義の両観点からバリィ

の見解を論じる。チェンバースは、バリィの見解が自治と機会に関する

集団の制約に対して丁寧な議論がない、と反論し、彼女はより寛容な多

文化主義より、むしろ介入主義を必要とする、と結論づける。
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　チェンバースは、自由主義者が選択（choice）を好む、と説明する。

自由主義者は自分の目標と行動を選ぶ能力にある程度依存する、とも述

べる。しかし、この原則が必ずしも機能しないことがある。つまり、自

分の選択に応じて行動する個人が成長せず、または個人が自由と自治を

常に行使できないことである。仮に選択と自治からの結果（outcome）

が不正義になるかもしれない。チャンバースはこれを「不利な要因

（disadvantage factor）」と「影響（力）の要因（influence factor）」に

分ける。「不利な要因」から述べると、個人が不利な選択させられるなら、

とりわけ不利さが顕著に持続するなら、そして個人にその持続が様々な

（ますます悪い）選択をさらにもたらし、より良い結果からいっそう懸

け離れる人々が現れるなら、不平等は不正義そのものである。自由主義

は、正義の決定要素として選択があるとしても、その結果について不安

が常につきまとう。

　チャンバースは結果への特定の適切さを論じる。バリィは自由主義的

価値の普遍的な有効性を信じ、自由主義社会内の文化的、宗教的な集団

がその価値よりも優先してはならない、と論じる。そして、バリィは、

個人がその集団に選択権を残しておくか、それから拘束されないかを判

断する。「影響（力）の要因」については、自らの規範に従った行動が

保証されるなら、集団内部規範は介入されるべきでない、と考える。自

由主義は集団自治よりも個人の自治を優先しなければならない。しかし、

チェンバースによれば、集団内部規範への忠誠に誤りが場合によってあ

り、そのため、その決定が「恣意」に選択されるかもしれないので、集

団メンバーに不平等な結果を招くことになりかねない。それゆえ、文化

的、宗教的集団の内部規範は公的機関に制約を設けられるべきである。

自治の実現は個人の機会を不平等な形で制約することが起こる。

　チェンバースは「自由」な選択について「不十分理論（theory of the 

insufficiency） 」を提案する。その理論は、不平等な事態が人々の選択
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した結果とはいえ、単純にその選択を正当化できない場合がある。言い

換えれば、「自由」な選択は実は情勢（state of affair）を無視するので、

その点に関しては「不十分」なところがある。代わって、チャンバース

は、情勢が不公平である根拠をさきに挙げた２要因（「不利な要因」と「影

響（力）の要因」）で示す。したがって不正義を軽減することを国家が

補足的に補償する役割を担うはずである。それらは内容を一様とはしな

い。したがって、事例ごとに不正義の定義を変更しなければならない。

私たちは不正義の可能性を警戒すべきである。２要因とも存在する際に

は、現実の不正義があると推論されるべきである。自由主義国家は、自

由主義的価値と矛盾しないかぎり、２要因のいずれか、または両要因か

ら個人を保護すべきである。例えば、デンマークの「ミートボール論争」

での難民への差別的扱いがそれにあたる。

　自由主義者は、「不利な要因」と「影響（力）の要因」が存在する事

例に関心をもっともつべきである。特に、ある文化集団は他文化集団に

機会の開放を制約する、不平等な方針を求めやすい。そのような場合、

自由主義国家は、不平等を削減するために、文化集団に介入すべきであ

る。時折、個人が文化内の裁定を覆すために、裁判所による「担保」が

有効である。「影響（力）の要因」の効果を可能なかぎり減らすために、

教育や広報の活動は、場合によって、有効である。そのような公的介入

が不在なら、自治や公平な機会は実現されそうにない。

　シャピロによれば、ある決定は信条ではなく行動に基づくはずである。

バリィは、「道徳的な任意」を基礎とするので、シャピロは同意しない

であろう［Barry,2001:174-176］。しかし、バリィは次のように問うこと

に反対する。「仮に関心をもつ人々が道徳的な任意を本質と信じるなら、

それがどのように不適切でないのか、仮にあなたが神聖なもの

（sacrament）に有効性を見出した場合、男性が処理することになるなら、

あなたは神聖なものを処理する人物の性別には不適切だということにほ
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とんど関心がなくなるであろう」。つまり、議論がボーダーラインにあ

る事例は本末転倒に事案を取り扱う危険性がある。また、すべてが原則

通りになるとは必ずしもかぎらない。その点について、バリィは適切な

線引きの意図を示さない。

　事実上、だれもが宗教的差異を承認するという名目だけで寛容がなさ

れるはずがない、と考えやすい。しかし現実には、私たちは、自分たち

の主張する精神的な価値や正当性を考慮しない傾向があるし、部外者を

犠牲にしても良心の呵責を感じることがない場合がある。統一教会

（Moonie）、ブードゥー教（Voodoo）、ヘブンズ・ゲイト（Heaven’ s 

Gate）を信じる者は、キリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラム教徒が信じ

る宗教より劣ったりするものとして扱えない。しかし、実際の日常生活

では、私たちは、部外者よりも「上位の善」として自己の信条を取り扱っ

てしまう。そして、それに基づいた行動は直接的な犠牲か、間接的な退

出の防止策（例：洗脳、財の盗用など）かを通じて確保される場面では、

公的機関は適切に介入したほうがよい。

　しかし、介入すべきか否かの線引きは非常にむずかしい。仮に集団が

誘拐、殺人、傷害など犯罪に加担するなら、集団は寛容に扱われるべき

でない。集団をめぐる制度は、包摂的な参加者とその反対者を政治シス

テムと一致させるために、集団活動を考慮しなければならないが、その

方法は困難さがつきまとう。シャピロは、その方法のために、宗教団体

の存立要件のための税免除案を提案する。かつてアメリカ最高裁判所は

連邦政府が人種差別に関与する場合に税免除特権を取り消す判断を支持

したことがある。

　一方で税優遇措置が優先され、差別状態を容認されたままにするか、

それとも他方で自分たちの集団行動を変更するかどうかについては、そ

の決定は集団の運営に関わる。２つの方策が考えられる。第１に、国家

による集団活動の禁止は極端な活動（例：不法行為、破壊活動など）を
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根拠とするが、これは民主国家の納税者が集団活動に関わるか否かの説

明を要しない。第２に、反民主的活動の誘因については、その集団の民

主的社会の価値観に反する活動をどのように最小化できるかである。

　宗教団体を例にとれば、ある（司祭指名で性差別に関わる）宗教は性

差別に関して他宗教より社会において組織運営を良好に行っている。し

かし、あらゆる宗教的信条に性差があるという意味では不公平と考えら

れる。ところが、人々の信条やその内容そのものについては判断すべき

ではない。人間が何を信じるのかでなく、その集団の一員として何をな

すかにおくべきである。

　もっとも、クーカサスは、集団が実践する寛容を根拠に結社を容認す

る立場から論じる。人々が自由に団体・結社に参加し、自由にそこから

退出することを保証しなければならないとする自由主義的政治文化を必

要とする。現状では、寛容が文化と平等を結びつけることはできそうに

ない、と結論づける。多文化主義論は、この場合、個人を拘束する文化

の価値に重点をおき、それを承認したうえで、平等の議論を展開するか

らである。

　「モーラル・コモンズ（moral commons）」が集団間の紛争を防止し、

コミュニティ間の相互作用の取り扱い方法を成立させる。どのように公

的範囲が集団やコミュニティ間の相互作用から出現するかを説明する。

したがって、そこにある「寛容」は各自のもつ道徳的信念と対立しない

はずである。もっとも、政治的権威を実行する基礎を形成できない。こ

れは、いわば自由の徹底という道徳的アナーキズムである［Barry,2001:133; 

Kukathas,1995:352］。

　バリィによる多文化主義理論への批判は、多文化主義をめぐる議論に

有益な進展の参考になる。多文化主義の立場がバリィの批判に応えるこ

とで現代社会の「多文化主義の状況」を解明できる新しい視点を提示で

きるはずである。
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　バリィによれば、多文化主義は個人よりも上位に文化集団を位置づけ

る。そのことは、一方で第三世界においてある人々はシステム内で周辺

化、貧困、抑圧を促進する政策を正当化し、他方で経済的に豊かな西側

諸国において社会へのダメージを与える。

　多文化主義者にとって、文化は、いったん個人という単位でなく、集

団という形で代弁されと、その文化を支持する人々はそれが「真実」で

あり、その敵対するものは誤りであると確信をもってしまう。多文化主

義者は、自分たちが美徳（virture）とする文化とする集団に見出して

おり、文化に固執する感情を抱く傾向になる。この現象は宗教に典型的

に見られる。宗教は国家や社会で集団を通じた文化現象である。宗教を

戯画化することは、宗教への冒涜の普及と宗教的に動機づけられた私刑

などの起因となるので、それは当然、受容できない。しかし、世俗的な

イギリスでも、二大政党の政治家に同傾向がみられる。アメリカでは政

治家の間では、宗教はその教義の内容と関係なしに肯定的に評価しなけ

ればならない雰囲気がある。ましてや今起こっている先進国への難民の

流入と定住から宗教があつれきとなっている。これをどう解決すべきか。

これは第三世界では当然のこととなりやすい。

　仮に文化が、例えば宗教の形で装飾され集団の形態をとるならば、信

じるか否かを別にして、畏敬の念を一応抱かざるをえなくなる。しかし、

文化が宗教に提供される敬意に類するものが権利だとすれば、それを付

与することがどのような意味を持つかということを再度問い直すのは多

文化主義が抱える本質的な確認事項であるはずである。そうすると、文

化が尊敬に値するかどうかという議論以前に、文化は絶対視されなけれ

ばならなくなる。つまり、文化の内容次第であるという普遍的な問いが

最初から除外される。それは、個人の権利、義務、生活、自由など（個

人主義）を後回しにし、文化（集団）絶対主義になる恐れが出てくる。

これに対する真摯な回答を必要とする。
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　以上、自由主義と多文化主義への２つの立場を取りあげてきたが、簡

単に要約しておきたい［Birch,2007:40-41］。一方に古典的自由主義に近

い立場からバリィの多文化主義批判があり、他方にキムリッカ、パレー

ク、ヤングなどの多文化主義者からの反論がある。もちろん、論者によっ

てその立場は相違がある。

　バリィは古典的自由主義を基本的な考え方とする、いわば、フランス

やイギリスの市民革命に基づく見解と啓蒙思想の所産を継承する。だか

ら、自由主義国家が市民に特別な事情ゆえに必要とする有益性があるな

ら、市民の苦痛を緩和する場合以外に特別な措置を講じることは認める

が、国家が法のもとにあらゆる市民を平等に取り扱う。エスニシティや

文化が定義する集団への特別な権利や免除を付与されるとする多文化主

義の主張は、救済が全体としての市民には有益でなく、持続的な性格を

もつことになり、そういった特別扱いの政策を特定集団が特権として依

存し自立・自律しなくなるので、啓蒙的な理念に反すると拒絶する

［Barry,2001:13-15］。それゆえ、バリィは多文化主義政策を支持する見

解を批判する。その意味では、バリィは自由主義の基本を一貫させる。

　それに対して、異なるアプローチは多文化主義者の見解である。その

立場を代表するパレークは、バリィのような自由主義者が個人の要望や

信念を形成する際での文化の役割に適切な配慮を示さずに、市民と国家

の関係に個人主義的な前提にもとづき発言することに反論する。人間の

性格は文化によってすべて決定されないが、文化は人々の思考様式に影

響する［Parekh,2000:170］。様々な文化は、性、ジェンダー、死、宗教

など人間の世界観について異なる見解をもつ。そして、その良し悪しを

評価する普遍的規準は存在しない［Parekh,2000:ch.4］。ゆえに、すべて

の文化は平等に取り扱われるべきである。多文化主義者は、自由主義を

過度に尊重して社会内のある集団を不公平に扱う自由主義者を非難す

る。それがかえって「非（反）自由主義社会」を明瞭にすることになる

  多文化主義再考
190 —— −文化と平等をめぐる論争−



［Parekh,2000:112］。

　この論争は自由民主主義を考える際には重要な論点を提示する。バ

リィの述べる自由が各人に尊重されるなら、集団に拘束されずに、例え

ばひとりの個人として集団を離れて民主的制度を利用できる（例：投票・

結社・表現の自由）。時折起こる集団への忠誠心がもとで社会が分裂して、

その結果、悲劇的な流血騒ぎが生じることを防げる（例：西ヨーロッパ

諸国の移民問題）。パレークも述べるように、人間の自由を本質として

擁護されなければならない。同時に、文化的差異を尊重する方法で有益

な結果をもたらす必要もある［Parekh,2000:165-171］。ただ、紛争や暴

力さえも導く文化集団間の政治的不同意を妨げる、普遍的な道徳的「真

実」の存在を設定することには注意を払わなければならない。

　大切なのは、ある文化集団がひとりの市民に特別な権利・援助・免除

などの資格を与えることである。これは、例えば多数の定住者が、結果

としてマイノリティとなった元々の先住民の国の場合には合理的措置と

なるかもしれないが、より良い生活を求めて先進国に来る移民が多い国

には合理的措置とはなる可能性が低い。ホスト社会のマジョリティ ( 納

税者 ) はそのような措置を認めがたく、そのことから自由主義的原則に

反することが生じる可能性がある。これは現実に今の西ヨーロッパで起

こっている難民・移民・外国人労働者問題である。

　これへの解決策としては、人間性の哲学的理解にまで考察する命題に

なるかもしれない。つまり、それは国籍を問わず、個々人をどう尊重で

きるかという事柄に至る。現実の統治方法はオムニバスのようなパッ

ケージ政策である。それは短期間で変更しがちな非一貫的な政策である。

それには原則（doctorin）が不在である。「多文化主義的」という形容

詞は便利なので、多文化主義の理論も実践も非常にあいまいで不確かに

なる。多文化社会を否定できなくなった。そうすると、多文化主義を理

論面と政策面でも核心部分を構築しておく必要がある。
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むすび：自由主義と多文化主義との関係の再検討

　自由主義と多文化主義の関係は図表のとおりである。21 世紀始めか

ら、両論の間で論争が続いている。自由主義的立場にいるバリィは、文

化と平等が不均衡にあるとする見解から、多文化主義を批判し、そして

多文化主義内の様々な立場から反論・再批判が交わされる。私見によれ

ば、今まで検討したように、両論は必ずしも対立的な関係で捉えること

は正しくない。図表で理解できるように、両論のちがいは、単純化すれ

ば、一方で市民的一元性（個人の平等、あるいは自由主義側面を強調）、

他方で文化的多様性（多文化主義 = 集団間の平等、あるいは文化多元

的側面を強調）の間のどこかに各論は位置づけられる。

図表：自由主義と多文化主義

←市民的一元性 文化的多様性→

古典的自由主義
（諸価値に寛容）
「機会の平等」

「個人単位の権利」
の承認

→　←
←　→

自由主義的多文化
主義（価値中立性）

→　←
←　→

ポスト自由主義
（価値多元性）
「結果の平等」

「文化集団単位の平
等」の承認

出典：Heywood,2012:327 を修正・加筆

　自由主義は公的な領域と私的な領域とを峻別する。公的領域では、個

人が市民として諸権利と諸義務が決められる。法の遵守、納税、投票、

表現・集会・結社の自由などによって、個人の立場でシチズンシップが

保証される。市民は平等の立場で権利と義務を履行できる。つまり、そ

れらは個人が公共空間に参加する条件である。公共空間は「中立」であ

る。だから、公共空間は「差異に対して盲目」になりやすい［Taylor,1989、

邦訳、2010］。

　市民社会では、公的領域は個人を均等に扱い、個人に等しい立場を保
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証する。差異は私的領域に限定される。多文化主義者は、権利と義務を

否定したりせず、ただ公共空間が真の意味で平等状態ではない、と主張

する。個人の存在を決定する文化次元は、公共空間という「虚構」とい

う外部の一部に置かれる。とりわけ、古典的自由主義は、文化ごとへの

承認の要求と差異への考慮には無関心である［Semprini, 1997、邦訳

2003 年：134 － 136］。

　自由主義と多文化主義とは競合する政治的志向とみなされ、当然、両

論には相違と対立がある。多文化主義は、ある意味では、自由主義的価

値観には脅威となる、と自由主義者は論じる（６）。はたして、その通り

であろうか。

　人々が「善き生活」を想定できるが、特定の価値観やモラル上の信念

を既定したうえで、それらを促進するかどうかは別である。自由主義は

「差異（つまり、現状）に盲目的」すぎるからである。なぜなら、それは、

すべての人々が自立・自律的な個人を前提に自己責任を負うはずだから

である［cf.Forst,1994］。

　自由主義は「深い差異」（deep diversity）」に適応できそうにない。「深

い差異」とは、「客観的または『絶対的』な基準を拒絶し、道徳的な差異」

も含まれることである。自由主義者は、例えばエスニック集団の慣習（例：

衣装、儀式、風習など）をその文化的規範に基づいて半強制される、と

理解する。しかし、集団側からみれば、文化的規範は個人のアイデンティ

ティでは重要である。したがって、個人の権利、特に選択の自由は、文

化集団の権利との関係で重視される。文化、エスニシティ、人種、宗教、

ジェンダーのような諸要因がその集団に属する個々人を制約する。この

現実を自由主義者は無視できるかどうか。

　人々は文化的、宗教的、言語的なアイデンティティを表現することで

は自由である。公的生活は最低限の市民的忠誠を必要とする。だから、

シチズンシップは文化的アイデンティティから切り離される。
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　もっとも、この発想は、文化よりも（個人の）平等を優先する。フラ

ンスでは、世俗主義（laicité）が強調される。フランスでは公共の場に

おいて、イスラム教徒のスカーフ（hijab）の着用を禁止する。フラン

スの学校ではあらゆる形態の、公然たる「宗教」（という文化上）の行

為を許可しない。2010 年フランスでは、公共の場で顔を覆うヴェール

が禁じられた。自由民主主義は、自由主義からすれば、個人の自由や寛

容を保証し、そのことには個々の国民の同意を得ているとする。しかし、

民主主義からすれば、例えばシャリア（Sharia）法の採用するイスラム

教に基づく国家建設に反対し、そのような政治目的のための集団や運動

を禁止できる。

　自由主義が「差異の政治」の基礎を提供する場合もある。多元主義で

は、多種の倫理的価値（道徳・価値多元性）、様々な文化的信念（文化

的多元主義）など、個人の自由を擁護し、論争、主張、理解を促進する

ので、多様な見解が存在する。

　自由主義者は、多様性が寛容の枠組みと個人的自治において正当化さ

れる、とたぶん述べる。それは、ある価値観と信念の受容による多様性

の承認である。これは、自由主義を「絶対視」する。パレークは、合理

的、道徳的であるものが文化の形となって集団化する。彼は多元主義的

な視座から文化的多様性を擁護する［Parehk,2005］。その点で図表の右

側に位置する。マジョリティとマイノリティは同等の資格・地位を付与

されるべきである。だから、ひとつの普遍主義を批判する。

　I・バーリンは多文化主義を考慮に入れた「ポスト自由主義」にまで

近づく理論的な発展に貢献した。つまり、「価値多元主義（value 

pluralism）」は価値の対立が人間生活には本来備わっているのだから、

それを根拠に自由主義的寛容の範囲を超えることになる。「価値多元主

義」とは、「ひとつの、決定的な『善き生活』の概念でなく、むしろ複

数の競合し正当化できる価値が平等に存在するとする理論」である［バー
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リン、邦訳、2000］。これは自由主義でも図表の中央から右に移動する。

　人々はある倫理体系が自らの優越を証明できないので、だれも価値（=

文化）について一致点を見出せない。自由主義は、非自由主義よりも良

い道徳的正統性をもつとは必ずしも断定できない［サイード、邦訳、

1993］。しかし、個人の自由を尊重する社会内においてのみ、いったん

道徳的多元主義が認められると、自由主義的枠組内でどんな道徳も含め

てよい論理が成立する。多元主義が「ポスト自由主義的（post-liberal）」

な立場になる［グレイ、邦訳、2006］。市民的一元性と文化的多様性が

対立的であれば、その区分けははっきりする。しかし、それぞれの（図

表では破線）境界線があいまいであれば、自由主義的価値・制度・体制

が正当であるかどうかを平等と文化の区分では流動的になる。それでは

自由主義と多文化主義のそれぞれの立場が納得できるのかどうかいまだ

不明である。

　文化的多様性は、人間性と文化との間の弁証法的、相互依存作用的な

関係を表現する。個々人は精神構造の態度、行為、生活様式を自分の属

する集団によって、まず形成される。人間性は文化（のもつ価値）が個

人に投影した結果となる。すなわち、多元性は自由主義を克服するはず

である。個別主義はある集団に他集団に対して特権を享受し、他集団を

不平等な権力関係においてきた。

　ある不利な立場にある集団は、マジョリティの文化、価値観、ライフ

スタイルの規準で低く評価される。つまり、その規準はマジョリティの

価値が有意であることと結びつく。文化的特異性はそれ自体抵抗を象徴

することもあり、マジョリティの論理を拒絶する。そのため、文化的「純

粋性」の強調はその文化防衛だけを考えて、硬直的になる場合もある。

固有原則論が衝突する。その結果、市民的一元性（= 平等）をいっそう

遠のかせる。多文化性の承認は統合や平等を犠牲にしがちになる。バリィ

はこのこと危ぶむ。
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　文化の性格は柔軟と強固の両面があり、変化する環境のもとで、個人

的欲求に反応する。文化は固定されたものではない。多文化社会は、様々

なエスニック集団から構成される「文化的モザイク」であり、ある社会

には様々な思想、価値観、伝統などの「坩堝（melting pot）」状態だと

考えやすくなる。

　現代において、個人のアイデンティティが単一の社会条件のもとでは

説明できない。文化は関係（comittment）、所属（belonging）、役割（role）

からなる「混合物（mélange）」である。結局、様々な文化が混在し、

ひとつの社会環境が雑多な「寄せ集め」からひとつの国民（政治）文化

を形成する。その点からすれば、私たちは多文化共生社会を否定できな

い。

　「多文化主義の状況」は融合物ではない。いろいろな要素が原形をと

どめて混在する「サラダボール」文化である。「自分とは何か」という

自己規定、つまり文化的アイデンティティの取り扱いは、一方で個々の

文化的所属の意義を、もう一方で市民的一元性を配慮する姿勢が不可欠

になる。そこには多文化共生社会における文化と平等との両立の可能性

が登場するはずである。

　結局、「文化と平等」をめぐるバリィと多文化主義者の議論は、自由

主義と多文化主義がバリィの設けた「文化と平等」というテーマを自分

たちの価値観を論じあうことになる。それは人間観、社会観、自由観、

平等観、文化観などの捉え方のちがいを反映させる。最後にこの論争を

自由主義と多文化主義の世界観から簡単にまとめておきたい［古田、

2015：第 1、9 章参照］。

　自由主義者によれば、社会は単なる個人の集積とみなし、自己利益を

求める個人がなす任意で契約に基づく協定から成立する。個人間の調和

と均衡を促進しながら、社会の利益のバランスが存在する。だから、個

人が置かれる社会的、歴史的な背景を考慮しない。人間は利己主義的で
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自力本願的な生き物であるとし、理性によって自己を律することができ

る。自由主義者によれば、人間は生まれながら平等である。この意味で

は個人単位を基本とする。この平等とは「機会の平等」であり、形式的

な法的、政治的な平等を意味する。だから、「結果の平等」を採用しない。

自由主義者は自由を優先する。ただ、図表にあるように左に位置する古

典的自由主義者が強制の不在や選択の自由と理解される「消極的自由

（negative liberty）」を支持し、手続き的な「中立性」をもってそれだ

けで「善き生活」を保証したことになりやすいが、中央に位置し多少右

のほうに移動する現代的自由主義者は個人の発展と人間の進歩の意味で

「積極的自由（active liberty）」を主張する。だが総じて、自由主義者の

文化観は個人の自由を侵害するために伝統的な文化に批判的である。

　それに対して、多文化主義の社会観は、社会を個々のエスニシティ、

宗教、歴史のアイデンティティに規定された文化集団のモザイクとみな

す。したがって、社会的紐帯（social bond）の基礎は、文化的な特異性

を交差させながら、市民的一元性（忠誠）に制約を受ける。

　多文化主義者の平等は基本的価値と考える点では、自由主義と同じ立

場であるが、そこには文化集団の要素も加わる。平等と正義の確立は積

極的な意味で自由を達成するので、社会的平等の実現を文化集団という

単位でめざす。つまり、人間を社会的な動物とみなすからである。その

ため、集団、共同体、協力、連帯、協調を重視する。その能力と行動は

出生より文化集団に形成される。協調性、社会性、合理性は文化集団や

コミュニティに影響される。多文化主義者は、自由を文化集団による協

働的な社会相互作用を通じて達成できる、と理解する。多文化主義は個

人の能力の実現として自由を扱う際に、自由主義的多元主義に接近する

部分も登場する。多文化主義者の文化観によれば、文化を個人と社会の

アイデンティティの中心的特徴とみなす。人々に志向を与え、文化的所

属の意味を強化する。多文化主義者は、文化的相違の承認が社会的凝集
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性を社会には脅威ではなく、そのことで文化多様性と多文化共生社会を

強化できる。文化的差異は、古典的自由主義者が主張する市民的一元性

（忠誠）を必要とするので、それとの均衡を配慮しなければならない。

　図表の配置では、左右に位置する市民的一元性と文化多様性とをそれ

ぞれが平等で結びつけられる。言い換えれば、両者の宥和を図る手立て

はあるのだろうか。例えば、民主主義を加えてはどうだろうか。正確に

は自由民主主義である。図表の左に位置する自由主義と右に位置する多

文化主義とは、自由民主主義を共通する項目として取上げることで両論

の共通点と接点を見出せるのでないか。すなわち、多様な文化（集団）

が自由と平等（民主的要因）という理想を表現する潜在的能力を発達さ

せるからである。自由民主主義は、ある意味では、社会的な戦略である。

民主主義的方法はあらゆる文化の尊重と開放性を意図する［Rockfeller, 

1996、邦訳、1996：130 － 131,134 － 135］。両論が閉鎖的になるのでなく、

浸透性ある議論をもたらす。もちろん、それが、例えば熟慮とか討議と

いう形で徹底化しないかぎり、両論の歩み寄りはむずかしい。

　バリィと多文化主義者は多文化社会が投げかけた現実・争点の多くに

同意をする。多文化主義者は、理論的相違があるとしても、自由主義か

らの批判が多文化主義の見解をかえって根拠づけるので、その文化的差

異へのアプローチが正しいと再度確証する。もちろん、バリィは文化的

自己表現への権利を理解しないし、文化とアイデンティティを重視しな

い。多文化主義者が平等を調整するために特別な資格・免除を正当とみ

なすが、バリィはそれを不平等とみなす。これは功利的な計算というよ

り、様々な取り扱いを権利の問題であるとする認識を要する。平等は自

由主義社会の中に維持される共有価値である。平等の形態として、様々

な措置を講じることは、免除・資格・権利を承認するために、適切な制

度と考える「善き社会」を促進することにならないか。そのことは相違

と差異への尊重を育成する、それはその点から始めるというよりも、平
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等思想の一部とみなせるのではないか。平等を同一化と均等化とみなす

バリィのような自由主義者にとっては、異なる取り扱いには特別な正当

化を要すると主張するだろう。これは理論上の立場である。しかし現実

の政策では、相違は偏りや逸脱とみなされるとしても、（不承不承に）

適応されるべきものとして扱われるかもしれない［Parekh,2006:355］。

　本論中で述べたように、バリィと多文化主義者との議論は平行線もあ

るが、個々の点では接点もある。図表に示したように相互に浸透性ある

議論を展開することで相互理解が可能である。本論では、残念ながら、

両論を止揚させる議論の展開はできなかったが、論点を明確にできたし、

理論的な可能性も見出すことができた。今後、両者からの再検討の場が

なければ、現在の世界における文化集団をめぐる、理論上の論争だけで

なく、実際の事例への回答は出せそうにない。だからこそ、今後も、両

者の議論とそれを反映した理論と政策を必要とする。

注

（１）完全主義的な自由主義者からは、ロールズやバリィの限定的な中

立主義という自由主義には不満がある。

（２）ラスタファリニズム（Rastafarianism）は、1930 年代にジャマイ

カの労働者、農民を中心とする宗教的思想運動である。同宗教運動

を「人生観」と捉えるため、ラスタファリ運動と表わされる。

（３）テイラーはこれを認め、あらゆる文化が等価値である信条には批判

的である［Taylor,1989、邦訳、2010：第 3 章］。私たちは、文化への

関与に際して、私たちは自分たちの文化と同様に価値ある前提で始め

るべきである。私たちが充実した時を過ごすのか、それとも退屈で抑

圧的な時を過ごすか、という結論を出せる［Taylor, 1989、邦訳、

2009：第 3 章］。しかし、私たちがこの事情を認めるなら、そうすると

テイラーは「文化的な存続の重要性」への関与の権限を指摘する
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［Taylor,1989:61、邦訳、2009：第 3 章］ことになる。

（４）バリィは正義の原則が中立であるべきと考えるが、正義への関わ

りを熟慮せず、時に国家に善を判断させてもよいとする［Barry, 

1995:109-110,132,142-145,161］。バリィは懐疑への関与での中立性を根

拠におき、そして教育に関して価値あるものを前提とする。後者は

前者との調和は困難である。

（５）ペユーテ（peyote）はサボテン科ウバタマサボテン属の植物。ア

メリカ・インディアンを中心に治療薬として使用される。幻覚作用

の効果がある。

（６）1970 年代以降、一部の自由主義者は文化的多様性の論点を受容す

るようになった［テイラー、ハーバマス、邦訳、1996 年参照］。その

結果、自由主義者は自由主義的多文化主義の理論を展開しだした。

その変化は、特定の文化的、宗教的伝統への関係において、寛容へ

の関与と選択の自由を支える道徳を基礎とすることで「多文化」主

義を容認するである。自由主義が「中立」である思想だからである。

例えば、ロールズは、「自由主義を条件付として」主張する。彼は、

再分配と社会正義の原則に社会契約を理論化した。それは「公平と

しての正義」の展開である。多くの人々は多種多様な選択を知らず

に各自の状況を限定的に評価させられる。だから、容認されるべき「社

会的不平等」が正当化される［Rawls, 1999、邦訳、2010：184-189］。
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